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及び汚染実態把握のための研究  

 

総括報告書  

 

研究代表者  大西  貴弘  国立医薬品食品衛生研究所  
 

研究要旨  

昨年度の研究で、牛肉非添加のカレー中ではウエルシュ菌はほとんど増殖できない

が、牛肉を添加するとウエルシュ菌は増殖できることを明らかにした。今年度は牛肉以

外の食肉でも、牛肉同様のウエルシュ菌増殖促進作用を持つのか、また、カレーミック

スの種類を変更しても同じ現象が認められるのかについても検討した。その結果、牛肉

だけでなく、豚肉、鶏肉にもウエルシュ菌の増殖促進効果があること、またこの現象は、

カレーミックスの種類に依存しておらず、カレーミックス非添加でも認められることが

明らかになった。 

河川、二枚貝、素干しエビ、煮干しにおける cpe陽性ウエルシュ菌の汚染調査から、

下水処理場の放流水が cpe陽性ウエルシュ菌汚染源である可能性、cpe陽性ウエルシュ

菌は河川水を介して沿岸部を広く汚染している実態が明らかになった。 

分離株の全ゲノムシーケンスを行い、cgMLST に基づく分子疫学解析を行った。その

結果、いくつかの食品や環境由来菌株は食中毒患者由来株と遺伝的に比較的近縁であり、

分子疫学的に関連がある可能性が考えられた。この結果から、従来、ウエルシュ菌食中

毒の主な原因と考えられてきた食肉だけでなく、海産物や農産物を含む広範な食品が、

ウエルシュ菌食中毒の原因になりうると考えられた。 
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Ａ．研究目的  

ウエルシュ菌食中毒はグラム陽性桿菌

Clostridium perfringens によって引き

起こされる食中毒である。我が国における

ウエルシュ菌食中毒は、発生件数、患者数

ともに減少傾向が認められない。この原因

として、エンテロトキシン（cpe）産生性

ウエルシュ菌の主たる汚染食品が明らか

になっていないことがまず挙げられる。ウ

エルシュ菌は多くの食品から検出される

が、そのほとんどがエンテロトキシン非産

生株であり、食中毒の原因となるエンテロ

トキシン産生株はほとんど検出されない。

これまでにもウエルシュ菌の汚染調査が

行われてきたが、エンテロトキシン産生株

の主たる汚染食品は明らかになっていな

い。本研究班では、大規模な汚染実態調査

を行い、cpe遺伝子保有ウエルシュ菌の汚

染源として、カレーミックス・香辛料、さ

らに海藻、干しエビ、煮干し等の乾燥水産

食品が重要であることを示した。一方で、

牛肉、豚肉、および家畜、家禽の腸内容物

から cpe 遺伝子保有ウエルシュ菌はほと

んど検出されないことも併せて明らかに

した。また、ウエルシュ菌食中毒が多発す

る煮物中のウエルシュ菌の増殖挙動を、カ

レーを用いて調べたところ、牛肉非添加の

カレー中ではウエルシュ菌はほとんど増

殖できないが、牛肉を添加するとウエルシ

ュ菌は増殖できることを明らかにした。こ

れらの結果から、汚染源としての食肉の重

要性は、他の食品と比較すると高くないと

考えられた。しかし、食肉はウエルシュ菌

の増殖を促進することから、ウエルシュ菌

食中毒を考える上で重要な要素であると

本研究班では結論している。 

今年度は、牛肉以外の食肉でも、牛肉同

様のウエルシュ菌増殖促進作用を持つの

か、また、カレーミックスの種類を変更し

ても同じ現象が認められるのかについて

も検討した。併せて、食品を汚染している

ウエルシュ菌の由来を推定するために、河

川におけるウエルシュ菌の汚染調査、食品

における汚染調査、分離ウエルシュ菌株の

分子疫学調査を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

[１]カレー中での増殖挙動の解析 

ウエルシュ菌食中毒が頻発する煮物に

おけるウエルシュ菌の増殖挙動を解析す

るために、カレーをモデル食品として採用

した。カレーは、牛肉、豚肉、鶏肉、食肉

非添加の４種類、さらにそれぞれにつきカ

レーミックスとして固形カレールー使用、

粉末カレーミックス（破砕された香辛料の

混合物）使用、カレーミックス非使用の３

種類を用意し、計 12 種類のカレーを作製

した。使用したウエルシュ菌株は香辛料由

来の５株を使用した。カレー3 人分（800 

mL）に対して、10〜60 cfu接種し、42℃、

6 時間培養し、1 時間ごとの菌数を測定し

た。 

[２]河川でのウエルシュ菌汚染調査 

令和 6年 4月から 11月にかけて、河川
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表層水および終末処理場（下水処理場）か

らの放流水、河口の川砂およびカキを検査

対象として採材した。河川水または放流水

は必要に応じて 10 倍段階希釈を行い、非

加熱と加熱処理（70℃、20 分間加熱後急

冷）した各 100ml の原液および希釈液を

0.2μm のポアサイズのフィルターで吸引

ろ過した。吸引後のフィルターを

CHROMagar perfringens平板培地上に置き、

37℃、24時間嫌気培養を行った。 

[３]食品におけるウエルシュ菌汚染 

乾物、二枚貝および土付き野菜（ジャガ

イモ、ニンジン、枝豆）の土の調査を行っ

た。乾物 97検体、二枚貝 62検体、野菜付

着土 25 検体の調査を行なった。二枚貝は

生産地もしくは市場より購入した。アサリ、

ハマグリ、ヒオウギガイ、ホタテガイ、ホ

ンビノスガイ、マガキ、ムラサキイガイを

対象とした。活貝を開殻し、軟体部全体を

細断して検体とした。乾物、二枚貝とも検

体 25 gに 225 ml のチオグリコレート培

地を加え、野菜付着土は 9倍重量のチオグ

リコレート培地を加えた。その後、ホモジ

ナイズした後、70℃で 20 分間加熱して急

冷した。その後、42℃で 24 時間培養し、

培養液を CHROMagar perfringens に画線

した。集落から DNA を抽出し、前述のマル

チプレックス PCR 法で cpa および cpe 遺

伝子の保有状況を確認した。 

[４]分子疫学的解析 

本研究班において分離した cpe 陽性ウ

エルシュ菌および川崎市健康安全研究セ

ンターで過去に分離した患者由来株の計

75 株を供試した。ゲノム DNA 塩基配列を

微生物の遺伝子解析プラットフォーム

PubMLST を使用してデータベースと照合

し、各菌株の 1431 遺伝子座それぞれにお

いて alleleのタイプを番号化して割り当

てた Multilocus sequence typing (MLST)

を判定して、alleleプロファイルを得た。

これに基づき、CLC Genomics Workbench を

用いて、Minimum Spanning Tree を作製し、

菌株間の系統関係を推定した。 

 

Ｃ．研究結果 

[１]カレー中での増殖挙動の解析 

食肉非添加のカレー中では、ウエルシュ

菌の増殖は認められなかった。しかし、食

肉を添加すると、6 時間後には 103〜107 

cfu/mL まで増殖した。添加した食肉の種

類によって増殖性に違いは認められなか

った。カレーミックスの種類では、固形ル

ーを用いたカレー中での増殖が最も良か

った。カレーミックスを添加していないも

の（野菜と水だけ）でも、食肉を添加する

と増殖が認められたが、食肉非添加では増

殖は認められなかった。以上の結果から、

昨年度調査した牛肉だけでなく、豚肉、鶏

肉にもウエルシュ菌の増殖促進効果があ

ること、またこの現象は、カレーミックス

の種類に依存しておらず、カレーミックス

非添加でも認められることが明らかにな

った。 

[２]河川でのウエルシュ菌汚染調査 
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調査した２つの水系から採取した 33検

体の河川水および下水処理水からウエル

シュ菌の分離を試みたところ、ウエルシュ

菌の検出率は、上流が低く、下流で高くな

る傾向が認められた。cpa陽性菌数に占め

る cpe陽性菌の割合も、下流に行くに従っ

て高くなる傾向を示した。cpe陽性ウエル

シュ菌の検出が最も高かったのは放流水

で、下水処理場の放流水すべてから cpe陽

性菌が分離された。また、河口の川砂とカ

キから cpe陽性菌が分離された。 

[３]食品におけるウエルシュ菌汚染 

乾物に関しては、97 検体について調査

を行った。その結果、煮干し 28 検体中 5

検体(17.9％)からウエルシュ菌が、そのう

ち 1 検体から cpe 陽性菌が分離された。

また、素干しエビ 16 検体中 7検体(43.8%)

からウエルシュ菌が、そのうち 1 検体か

ら、cpe陽性菌が分離された。二枚貝は 62

検体を調査した。調査の結果、二枚貝前 62

検体のうち 36 検体(58.1%)からウエルシ

ュ菌が検出され、4検体(6.5%)から cpe陽

性菌が検出された。野菜付着土からは、25

検体中４検体（16％）で cpeが検出された。 

[４]分子疫学的解析 

本研究班でこれまでに分離した環境、食

品由来、および過去に分離された患者由来

の cpe陽性ウエルシュ菌 75菌株の cgMLST

プロファイルを指標として Minimum 

Spanning Treeを作製した。その結果、同

一の集団食中毒事例内での菌株間と同程

度に、食中毒患者由来株と類似した

allele のタイプを持つ海産物または乾物

由来株が複数存在した。しかし、特定の食

品が患者由来株と特に近縁であるという

ような傾向は認められなかった。 

 

Ｄ．考察 

昨年度の調査では、牛肉非添加のカレー

中ではウエルシュ菌はほとんど増殖でき

ないが、牛肉を添加するとウエルシュ菌は

増殖できることを明らかにした。本年度行

なった研究成果から、牛肉だけでなく、豚

肉、鶏肉にもウエルシュ菌の増殖促進効果

があること、またこの現象は、カレーミッ

クスの種類に依存しておらず、カレーミッ

クス非添加でも認められることが明らか

になった。食肉非添加のカレー中ではウエ

ルシュ菌が増殖できない現象を利用して、

食肉を別調理しておき、配膳直前に食肉を

カレールーに混ぜて提供するというウエ

ルシュ菌食中毒予防法を昨年度、提唱した。

今年度の結果から、カレーミックスを使用

していない煮物、例えば肉じゃがなどでも、

同様の方法で食中毒発生を予防できるの

ではないかと考えられた。今後、大規模調

理の際でも、この方法で予防できるかどう

か検討を行なって行きたい。 

今回の河川の調査結果から、河川に広く

ウエルシュ菌が存在しており、特に下水処

理場周辺で cpe 陽性ウエルシュ菌が高率

に分離された事から、下水処理場の放流水

が汚染源である可能性が強く示唆された。

また、素干しエビや煮干し、二枚貝の調査
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結果から、河川の cpe陽性ウエルシュ菌に

よって沿岸部が広く汚染されている実態

が明らかになった。今回の結果から、ウエ

ルシュ菌はノロウイルス同様の汚染経路

を持つと考えられる。今回明らかになった

ウエルシュ菌の食品汚染経路は、ウエルシ

ュ菌対策を今後考える際に、非常に基礎的

かつ重要なデーターであると考えられる。

分子疫学的解析の結果からも同様の傾向

が示唆された。分子疫学的解析では、患者

由来株と非常に近縁な関係にある株が、海

産物や乾物から分離されているという結

果が得られた。その一方で、患者由来株と

近縁の cpe 陽性ウエルシュ菌が特定の食

品から特に分離されたというような結果

は、分子疫学的解析からは得られなかった。

これらの結果は、広い範囲の食品が、ウエ

ルシュ菌食中毒の原因となりうる可能性

を示唆しているものと考えられた。 

 

Ｅ．結論  

昨年度、行なった研究で食肉を添加しな

いカレー中ではウエルシュ菌の増殖が抑

制されることを明らかにした。このことか

ら、ウエルシュ菌食中毒の予防法として、

次の方法を提唱した。 

１）煮物を作る際にはまず食肉を炒める。 

２）一旦、鍋から食肉を取りだす。 

３）残りの材料で煮物を作る。 

４）配膳直前の再加熱の際に、先に調理し

た食肉を合わせ、提供する。 

今年度の研究成果から、この予防法は牛肉

以外の食肉を使用した食品、カレーミック

スを使用していない食品でも応用できる

可能性が示唆された。今後、食肉がウエル

シュ菌の増殖に及ぼす影響を検討し、食品

におけるウエルシュ菌増殖の制御法を確

立したい。 

 今年度の研究から、ウエルシュ菌汚染が

水を介して広がっている可能性が示唆さ

れた。本研究班のこれまでの成果から、香

辛料がエンテロトキシン産生性ウエルシ

ュ菌に汚染されていることを明らかにし

ているが、香辛料の栽培、加工には多量の

水を必要とされる。よって、原産国の衛生

状況によっては、土壌だけでなく、水を介

したウエルシュ菌汚染が発生している可

能性も考えられる。今後、食品におけるエ

ンテロトキシン産生性ウエルシュ菌の汚

染を考察する際には、水を中心に考えてい

く必要があるのではないかと考えられる。 

 cpe 陽性ウエルシュ菌の分子疫学的解

析結果から、従来、ウエルシュ菌食中毒の

主たる原因食品であると考えられてきた

食肉だけでなく、農作物や海産物、および

その環境が、ウエルシュ菌食中毒原因菌の

汚染源や由来となる可能性が示唆された。 

 

Ｆ．健康危険情報  

なし  

 

Ｇ．研究発表  

１．論文発表  

1)  Ohnishi T, Watanabe M, Yodotani Y, 
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Nishizato E, Araki S, Sasaki S, Hara-

Kudo Y, Kojima Y, Misawa N, Okabe N: 
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2)  Ohnishi T: Characteristics of outbreaks 

caused by Clostridium perfringens in 

Japan, Food Safety (Submitted) 
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1) Ohnishi T., Watanabe M., Yodotani Y., 

Nishizato E., Araki S., Kojima Y., Sasaki 

C., Hara-Kudoa Y., Misawa N, Okabe N., 

Prevalence of enterotoxigenic 

Clostridium perfringens in retailed foods 
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Conference on the Development and 

Utilization of Natural Resources-Joint 

Panel on Toxic Microorganisms (2024. 9. 

18) 

2)  Ohnishi T., Watanabe M., Yodotani Y., 

Nishizato E., Araki S., Kojima Y., 

Misawa N, Okabe N., Prevalence of 

enterotoxigenic Clostridium perfringens 

in retailed foods in Japan. International 

Microbiological Societies Congress 

(2024. 10. 25) 

3) 大西貴弘、渡辺麻衣子、淀谷雄亮、西

里恵美莉、荒木靖也、佐々木賢美、工

藤由起子、小嶋由香、三澤尚明、岡部

信彦「国内の市販食品および動物の腸

内容物におけるエンテロトキシン遺

伝子保有ウエルシュ菌の汚染状況」 

第 45 回日本食品微生物学会学術総会

（2024.9.6） 

4) 淀谷雄亮、西里恵美莉、荒木靖也 、

小嶋由香、大西貴弘、渡辺麻衣子、工

藤由起子、三澤尚明、岡部信彦：ヒト・

食品・環境から分離された cpe陽性ウ

エルシュ菌の分子疫学的解析 

第 45回日本食品微生物学会学術総会

（2024.9.6） 

5) 小嶋由香，淀谷雄亮，荒木靖也，池田

史朗，本間幸子，岡部信彦，渡辺麻衣

子，三澤尚明，大西貴弘：市販食品に

おけるウエルシュ菌の汚染状況につ

いて 

第 36 回地方衛生研究所協議会 細菌

研究会（2025.1.16） 

３ .行政関係者向けの説明会等  

1)  大西貴弘：ウエルシュ菌食中毒 

食品衛生危機管理研修（2024.9.27）

2) 大西貴弘：ウェルシュ菌の基礎と食中 

    毒の原因食材に関する最新知見 

特別区職員研修所 令和 6 年度専門研

修「食品衛生」（2025.2.19） 

3) 大西貴弘：食中毒予防対策（ウエルシ 

ュ菌を中心として） 

令 和 6 年 度 川 崎 市 職 員 研 修 会

（2025.3.4） 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状 

なし 
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令和６年度 厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

ウエルシュ菌食中毒の制御のための検査法の開発  

及び汚染実態把握のための研究  

研究代表者  大西  貴弘  国立医薬品食品衛生研究所  

 

分担研究報告書  

ウエルシュ菌の汚染調査及び食品中の増殖挙動の解析  

 研究分担者  大西 貴弘    国立医薬品食品衛生研究所 
 

研究要旨  

昨年度、牛肉非添加のカレー中ではウエルシュ菌はほとんど増殖できないが、牛肉

を添加するとウエルシュ菌は増殖できることを明らかにした。今年度は、牛肉以外の食

肉でも、牛肉同様のウエルシュ菌増殖促進作用を持つのか、また、カレーミックスの種

類を変更しても同じ現象が認められるのかについても検討した。その結果、食肉を添加

したカレー中でウエルシュ菌は発育したが、添加した食肉の種類によって増殖性に違い

は認められなかった。カレーミックスの種類では、固形ルーを用いたカレー中での増殖

が最も良かった。カレーミックスを添加していないもの（野菜と水だけ）でも、食肉を

添加すると増殖が認められた。以上の結果から、昨年度調査した牛肉だけでなく、豚肉、

鶏肉にもウエルシュ菌の増殖促進効果があること、またこの現象は、カレーミックスの

種類に依存しておらず、カレーミックス非添加でも認められることが明らかになった。 

 

Ａ．研究目的  

ウエルシュ菌食中毒はグラム陽性桿菌

Clostridium perfringensによって引き起

こされる食中毒である。ウエルシュ菌は芽

胞を形成するため、調理時の加熱によって

発芽し、加熱によって嫌気状態になった食

品中で急速に増殖するという特徴を持つ。

ウエルシュ菌食中毒は依然発生が続いて

おり、減少の傾向が認められない。その大

きな原因として、エンテロトキシン産生性

ウエルシュ菌食中毒の原因食品が明らか

になっていないことがあげられる。この研

究班では、これまでに食品におけるウエル

シュ菌の汚染状況の調査を行っている。食

中毒の直接の原因となるエンテロトキシ

ン遺伝子（cpe）保有ウエルシュ菌芽胞に

特に着目して調査したところ、カレー粉・

香辛料、貝、イリコ・干しエビ、魚介類、

根菜、鶏肉などさまざまな食品から cpe保

有ウエルシュ菌芽胞が検出された。この中

で、検出されたウエルシュ菌の cpe保有率

が高かったのが、カレー粉・香辛料、貝、

イリコ・干しエビであった。一方、牛肉、

豚肉からは cpe 保有ウエルシュ菌芽胞は

検出されなかった。特に牛肉からは、cpe

非保有ウエルシュ菌芽胞も検出されなか
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った。これらの結果から、cpe保有ウエル

シュ菌芽胞の汚染源として、牛肉および豚

肉の重要性は低いことが示唆された。しか

しながら、ウエルシュ菌食中毒は食肉を使

用した食品が原因食であることが多い。昨

年度、ウエルシュ菌食中毒が多発する煮物

中のウエルシュ菌の増殖挙動を、カレーを

用いて調べたところ、牛肉非添加のカレー

中ではウエルシュ菌はほとんど増殖でき

ないが、牛肉を添加するとウエルシュ菌は

増殖できることを明らかにした。これらの

結果から、汚染源としての牛肉の重要性は、

他の食品と比較すると高くないが、牛肉は

ウエルシュ菌の増殖を促進することから、

ウエルシュ菌食中毒を考える上で重要な

要素であると結論した。 

今年度は、牛肉以外の食肉でも、牛肉同

様のウエルシュ菌増殖促進作用を持つの

か、また、使用するカレーミックスの種類

を変更しても同じ現象が認められるのか

についても検討した。 

 

Ｂ．研究方法 

[１]カレー中での増殖挙動の解析 

ウエルシュ菌食中毒が頻発する煮物に

おけるウエルシュ菌の増殖挙動を解析す

るために、カレーをモデル食品として採用

した。カレーは、牛肉、豚肉、鶏肉、食肉

非添加の４種類、さらにそれぞれにつきカ

レーミックスとして固形ルー使用、粉末カ

レー粉（破砕された香辛料の混合物）使用、

カレーミックス非使用の３種類を用意し、

計 12種類のカレーを作成した。カレーは、

玉ねぎ 100g、ジャガイモ 110g、ニンジン

50g に固形ルー120g もしくは粉末カレー

粉？？gを加え、水で 800 mL（カレー3人

分）に調整した。カレーは調理後、42℃ま

で冷却したのち、カレー3 人分に対して、

チオグリコレート培地で一昼夜培養した

ウエルシュ菌を 10〜60 cfu接種した。そ

の後、42℃、6 時間培養し、1 時間ごとの

菌数を測定した。使用したウエルシュ菌株

は香辛料由来のエンテロトキシン遺伝子

保有５株を使用した。 

 

Ｃ．研究結果 

[１] 固形ルーを使用したカレー中での

ウエルシュ菌の増殖挙動 

カレーミックスとして固形ルーを使用

したカレーに牛肉、豚肉、鶏肉のいずれか

を添加した場合、ウエルシュ菌の増殖は非

常に良好であった（図１）。培養開始後 2

から 3時間程度で菌が検出され始め、多く

の場合、105〜107 cfu/mL程度まで増殖し

た。一方、食肉を添加していない検体では、

最も増殖の良いものでも、約 103 cfu/mL

であった。多くの検体では、培養 6時間後

でも菌を検出できなかった。牛肉、豚肉、

鶏肉間で増殖性に差は認められなかった。 

[２] 粉末カレー粉を使用したカレー中

でのウエルシュ菌の増殖挙動 

カレーミックスとして粉末カレー粉を

使用したカレーに牛肉、豚肉、鶏肉のいず

れかを添加した場合、培養開始から 2から
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3 時間後にウエルシュ菌の増殖が認めら

れた。最もよく増殖した検体では、培養 6

時間で約 106 cfu/mLに達した検体もあっ

たが、多くの検体は約 105 cfu/mL以下で

あった。固形ルーを使用したカレー中に比

べると、ウエルシュ菌の増殖は良くなかっ

た。牛肉、豚肉、鶏肉間で増殖性に差は認

められなかった。食肉非添加の検体では、

ウエルシュ菌の増殖は認められなかった。 

[３] カレーミックス非使用のカレー中

でのウエルシュ菌の増殖挙動 

カレーミックス非使用のカレー（野菜と

水だけ）に牛肉、豚肉、鶏肉のいずれかを

添加した場合、2から 4時間後にウエルシ

ュ菌の増殖が認められた（図３）。最もよ

く増殖した１検体では、培養 6時間で約 5

×105 cfu/mLに達したが、それ以外の検体

は約 105 cfu/mL以下であった。固形ルー

を使用したカレー中に比べると、ウエルシ

ュ菌の増殖は良くなかったが、粉末カレー

粉を使用したカレーとは増殖性に大きな

差は認められなかった。牛肉、豚肉、鶏肉

間で増殖性に差は認められなかった。食肉

非添加の検体では、培養 6 時間後に 1 検

体が 20 cfu/mLに増殖したが、それ以外の

検体では、ウエルシュ菌の増殖は認められ

なかった。 

 

Ｄ．考察 

昨年度の研究では、牛肉非添加のカレー

中ではウエルシュ菌はほとんど増殖でき

ないが、牛肉を添加するとウエルシュ菌は

増殖できることを明らかにした。今年度は

同様の現象が他の食肉を用いた場合でも

見られるのか、また、使用するカレーミッ

クスの種類に依存するか検討を行った。今

回の結果から、食肉の種類に関わらず、牛

肉、豚肉、鶏肉を添加した場合でもウエル

シュ菌の増殖が認められた。また、食肉添

加によるウエルシュ菌の増殖は、カレーミ

ックスの種類に依存していないことが明

らかになった。ただし、固形ルーを用いた

場合は、粉末カレー粉もしくはカレーミッ

クス非添加の場合と比べて、ウエルシュ菌

の増殖が良好であった。これは、固形ルー

には香辛料以外に、肉エキス、野菜エキス、

酵母エキス、粉乳、澱粉等の栄養となりう

る成分が含まれているためと考えられた。 

今年度の結果から、カレーミックス非添

加でも、食肉添加に伴うウエルシュ菌の増

殖が認められた。このことから、カレー以

外の食品においても食肉の添加がウエル

シュ菌の増殖に影響を及ぼすことが示唆

された。カレー以外にもウエルシュ菌食中

毒が多く発生している食品として、シチュ

ー、肉じゃが、芋のそぼろ煮などがあるが、

これらの食品においても食肉を添加する

タイミングによってウエルシュ菌の増殖

を制御できる可能性が示唆された。 

 

Ｅ．結論  

昨年の研修で食肉を添加しないカレー

中ではウエルシュ菌の増殖が抑制される

ことを明らかにした。このことから、ウエ
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ルシュ菌食中毒の予防法として、次の方法

を提唱した。 

１）煮物を作る際にはまず食肉を炒める。 

２）一旦、鍋から食肉を取りだす。 

３）残りの材料で煮物を作る。 

４）配膳直前の再加熱の際に、先に調理し

た食肉を合わせ、提供する。 

今年度の研究成果から、この予防法は牛肉

以外の食肉を使用した食品、カレーミック

スを使用していない食品でも応用できる

可能性が示唆された。今後、食肉がウエル

シュ菌の増殖に及ぼす影響を検討し、食品

におけるウエルシュ菌増殖の制御法を確

立したい。 

 

Ｆ．健康危険情報  

なし  

 

Ｇ．研究発表  

１．論文発表  

1)  Ohnishi T, Watanabe M, Yodotani Y, 

Nishizato E, Araki S, Sasaki S, Hara-

Kudo Y, Kojima Y, Misawa N, Okabe N: 

Contamination of Japanese retail foods 

with enterotoxigenic Clostridium 

perfringens spores, Journal of Food 

Protection, 2025; 88: 100429. 

２．学会発表  

1) Ohnishi T., Watanabe M., Yodotani Y., 

Nishizato E., Araki S., Kojima Y., Sasaki 

C., Hara-Kudoa Y., Misawa N, Okabe N., 

Prevalence of enterotoxigenic 

Clostridium perfringens in retailed foods 

and intestinal contents of animals in 

Japan. United States and Japan 

Conference on the Development and 

Utilization of Natural Resources-Joint 

Panel on Toxic Microorganisms (2024. 9. 

18) 

2)  Ohnishi T., Watanabe M., Yodotani Y., 

Nishizato E., Araki S., Kojima Y., 

Misawa N, Okabe N., Prevalence of 

enterotoxigenic Clostridium perfringens 

in retailed foods in Japan. International 

Microbiological Societies Congress 

(2024. 10. 25) 

3) 大西貴弘、渡辺麻衣子、淀谷雄亮、西

里恵美莉、荒木靖也、佐々木賢美、工

藤由起子、小嶋由香、三澤尚明、岡部

信彦「国内の市販食品および動物の腸

内容物におけるエンテロトキシン遺

伝子保有ウエルシュ菌の汚染状況」 

日本食品微生物学会学術総会（令和 6

年 9月 6日） 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

なし
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図 2 粉末カレー粉を使用したカレー中でのウエルシュ菌の増殖 
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図 3 カレーミックス非添加でのウエルシュ菌の増殖 
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令和６年度 厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

食中毒原因細菌の検査法の整備のための研究  

研究代表者  大西  貴弘  国立医薬品食品衛生研究所  

 

分担研究報告書  

ウエルシュ菌食中毒の制御のための検査法の開発及び汚染実態把握のための研究  

研究分担者  三澤  尚明   国立大学法人宮崎大学   
 

研究要旨  

ウエルシュ菌食中毒の原因菌であるエンテロトキシン産生性ウエルシュ菌（cpe陽

性菌）の食品における汚染調査では、貝類における cpe陽性菌の検出率が高かった。

それらの汚染源が、河川水または下水処理場から河川に放出される下水処理水の可

能性があることから、M県 0 水系および K水系の河川水および下水処理水、河口に生

息するカキおよび川砂から cpe 陽性菌の分離を試みた。2 つの水系 14 か所から採水

した延べ 33 検体を検査したところ、32 検体（97.0%）から cpa 陽性菌が、18 検体

（54.5%）から cpe 陽性菌が分離された。一方、4 か所の下水処理水場から採取した

延べ 6 検体すべてから cpe 陽性菌が分離された。河川水 100ml 当たりのα毒素産生

性ウエルシュ菌（cpa陽性菌）の菌数は、非加熱検体が 0～610 cfu（平均 95.6 cfu、

平均 cpe/cpa 6.3%）、加熱処理検体が 0～420 cfu（平均 56.8 cfu、平均 cpe/cpa 6.1%）

だったのに対し、下水処理水 100ml 当たりの cpa陽性菌の菌数は、非加熱検体が 180

～5400 cfu（平均 1386.7 cfu、平均 cpe/cpa 12.2%）、加熱処理検体が 100～4450 cfu

（平均 1131.7 cfu、平均 cpe/cpa 15.8%）だった。河川水から分離される cpe陽性

菌の検出率は、上流で低く、下流に行くほど高くなる傾向が認められた。さらに、河

口の川砂（3検体）とカキ（4検体）から cpe 陽性菌の分離を試みたところ、各 2検

体から cpe 陽性菌が分離・検出された。また、cpe 陽性菌の栄養型および芽胞の河川

水中での生存性を試験管内で調べたところ、20℃、好気条件下では、栄養型および芽

胞の菌数は時間の経過とともに減少し、栄養型は芽胞を形成しなかった。以上の結果

から、調査した河川の表層水から cpe 陽性菌が年間を通して分離され、特に下水処

理場の排水からの菌数および分離率が高く、下水処理水が河川水の汚染源の一つで

あることが強く示唆された。さらに、河口の川砂およびカキから cpe 陽性菌が検出

されたことから、河川水中から貝類に取り込まれる汚染経路が考えられた。 

 

Ａ．研究目的  

令和 4 年度に実施したエンテロトキシ

ン産生性ウエルシュ菌（以下、cpe 陽性菌）

の大規模な食品汚染実態調査を実施した
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ところ、本菌が分離・検出された食品は、

カレー粉・香辛料、だし・乾物、貝類、海

藻で、cpe 遺伝子の検出率が最も高かった

のは貝類（しじみ、あさり、生カキ）だっ

た。これらの食品が本菌に汚染される原因

が、河川水および下水処理場から河川に放

出される処理水である可能性があるため、

令和 6年度は、河川水、下水処理水、川砂

および河口に生息するカキにおける cpe

陽性菌の分布状況を明らかにすることを

目的として調査を実施した。 

 

Ｂ．研究方法  

[１ ]検体  

令和 6 年 4 月から令和 7 年 2 月にかけ

て、M県 O水系（12か所、延べ 27検体）

（図１）および K水系（2か所、延べ 6検

体）（図 2）の河川表層水および 4 つの下

水処理場（図３）からの下水処理水（延べ

6 検体）を採水し、試験に供試した。採水

地点は GPS にて確認し、地図上に記録し

た。約 500mlの滅菌採水瓶に採取した検体

は、水温と pH を記録した後に冷蔵保存で

輸送し、48 時間以内に検査を実施した。

また、M 市内の O 水系下流に定点観測地点

を置き（採水ポイント 10）（図１）、令和 6

年 5 月から令和 7 年 2 月まで、毎月 1 回

定期的に検査を行った。さらに、川砂（3

検体）および岩ガキ（4 検体）は、K 水系

の河口において干潮時に採取した。 

[２ ]検査手順  

河川水または下水処理水は必要に応じ

て 10 倍段階希釈を行い、非加熱と加熱処

理（70℃、20分間加熱後急冷）した各 100ml

の原液および希釈液を 0.2μm のポアサイ

ズのフィルターで吸引ろ過した。吸引後の

フィルターをウエルシュ菌の選択培地で

ある CHROMagar perfringens 平板培地上

に置き、さらに同培地を重層して培地が固

化した後、37℃、24 時間嫌気培養を行っ

た。フィルター上の赤色集落を計測すると

ともに、無作為に赤色集落を最大 30個釣

菌した（30個以下の場合は全て釣菌）。純

培養した集落からアルカリ熱抽出法で

DNA を抽出し、マルチプレックス PCR 法に

より cpa および cpe 遺伝子を検出した。

検体中のウエルシュ菌の菌数は、フィルタ

ー上の赤色集落数から求めた菌数に、PCR

検査による cpa 陽性率を乗じたものを

100ml 当たりのα毒素産生性ウエルシュ

菌（以下、cpa陽性菌）数とした。さらに、

cpe 陽性菌の検出頻度を示す指標として、

分離した cpa 陽性菌から cpe を保有する

菌を PCRで確認し、cpa陽性菌数に対する

cpe 陽性菌数の比率（cpe/cpa）として表

した。カキからの菌の分離は、加熱、非加

熱の検体 25g を 225ml のチオグリコレー

ト培地でストマッカー処理後に増菌培養

し、常法に従って菌の分離および PCR によ

る遺伝子（cpa、cpe）検査を実施した。川

砂は 5gを秤量し、滅菌蒸留水で 1:1～1:10

に希釈した後、ボルテックミキサーで 30

秒間撹拌した。70℃、20 分間加熱・急冷

し、懸濁液 0.1 または１mlをシャーレ内
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で加温溶解した CHROMagar perfringens

培地 20 mL と混釈し、37℃、24時間、嫌

気培養した。赤色コロニーを最大 30個釣

菌し、cpa および cpe 遺伝子を PCR により

検出した。培養に供試した川砂の懸濁液１

ml を分取し、60℃、48時間加熱して水分

を蒸発させ、砂の乾燥重量を測定し、乾燥

させた砂 1g当たりの菌数として表記した。 

[３]河川水中でのウエルシュ菌の生存

性 

 河川水中でウエルシュ菌の栄養型と芽

胞がどのくらいの期間生残するか、実験室

内で調べた。採水ポイント 10の河川水（図

１）を採取し、ろ過滅菌（0.2μm）した。

これに本試験で分離された cpe 陽性菌の

栄養型または芽胞を用いて懸濁液（1～3 

cfu/ml）を調整した。 

芽胞液の調整は、Uemuraの方法（Uemura, 

T., J. Appl. Microbiol., 44, 411, 1978）

を改変して作製した。GAM 寒天平板培地で

37℃、24 時間嫌気培養した栄養型菌を、

TGC培地 1mlに懸濁（OD600=0.15）し、37℃、

24 時間、嫌気培養した。この工程をもう

一度実施し、培養液 100μlを DS培地 1ml

に添加し、37℃、24時間嫌気培養した。培

養液を 10,000×g、10分間遠心し、沈査を

滅菌蒸留水で 3回遠心洗浄した。沈査を滅

菌蒸留水 1ml に浮遊させ、75℃、30 分間

加熱した後、氷中で冷却した。芽胞を顕微

鏡下で確認した後、芽胞数を計測し、実験

に使用するまで 4℃で保存した。 

各懸濁液を 50ml の遠心管に 50ml 分注

し、20℃のインキュベーター内に好気条件

下で静置した。経時的に各チューブ内の生

菌数を、上述した河川水からのウエルシュ

菌の菌数測定法に従って測定した。栄養型

の菌液は、非加熱に加え、芽胞への移行を

確認するため、70℃、20 分間加熱処理を

行った後に菌数測定も実施した。生残菌に

ついては、集落から DNAを抽出し、cpe遺

伝子を PCR により検出した。1回の測定に

3本の保存菌液を供試した。 

 

Ｃ．研究結果  

[１ ]河川水からの分離成績  

 調査した 2 つの水系から採取した 33

検体の河川水および下水処理水の水温

は、14℃～28℃で、pHは河口付近が pH8、

それ以外は pH7であった。これらからウ

エルシュ菌の分離を試みたところ、32検

体（97.0%）から cpa 陽性菌が、18 検体

（54.5%）から cpe陽性菌が分離された。

また、加熱処理、非加熱の両方の検体か

ら cpe 遺伝子陽性菌が検出されたのは 9

検体で、非加熱のみが 6検体、加熱のみ

が 3検体あった。河川水 100ml 当たりの

cpa 陽性菌の菌数は、非加熱検体が 0～

610 cfu（平均 95.6 cfu、平均 cpe/cpa 

6.3%）、加熱処理検体が 0～420 cfu（平

均 56.8 cfu、平均 cpe/cpa 6.1%）で、cpa

陽性菌数に占める cpe 陽性菌の割合も、

下流に行くに従って高くなる傾向を示

した（図４、表 1）。 

[２ ]定点観測  
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 O水系の下流に定点観測地で、令

和 6 年 5 月から令和 7 年 2 月まで、

毎月 1 回（計 10 回）cpa陽性菌の定

量培養と cpe の検出率（ cpe/cpa）

を調査した。 cpe 陽性菌は 7 回検

出され、河川水 100ml 当たりの cpa

陽性菌数は、非加熱検体で 42～150 cfu 

（平均 81.5 cfu、平均 cpe/cpa 3.1%）、

加熱処理検体で 14～140 cfu （平均 51.1 

cfu、平均 cpe/cpa 2.2%）であり、季節

的な違いは認められなかった（図５）。 

[３ ]下水処理水の分離成績  

 下水処理水では 6 検体すべてから cpa

および cpe 陽性菌が分離された。下水処

理水 100ml 当たりの cpa 陽性菌の菌数

は、非加熱検体が 180～5400 cfu（平均

1386.7 cfu、平均 cpe/cpa 12.2%）、加熱

処理検体が 100～4450 cfu（平均 1131.7 

cfu、平均 cpe/cpa 15.8%）だった（図６）。 

[４ ]河川水中での生残性  

 cpe陽性菌の栄養型および芽胞の 20℃、

好気条件下における河川水中での生存性

を試験管内で調べたところ、栄養型の生菌

数は速やかに減少し、7日後には増殖集落

は認められなかった。また、観察期間中に

栄養型が芽胞を形成したかを確認するた

め、菌液を加熱処理した後に嫌気培養を行

ったが、菌は増殖せず、芽胞形成は認めら

れなかった（図７）。芽胞浮遊液について

も栄養型と同様に河川水中の生存性を調

べた結果、保存時間の経過とともに培養可

能菌は減少し、16 日後には初期菌数の 10

分の 1まで減少した（図８）。 

[５ ]カキからの分離成績  

K 水系の河口に生息している岩

ガキ 4 検体を干潮時に採取し、ウ

エルシュ菌の分離を試みたところ、

非加熱検体と加熱処理検体のいず

れからも cpa 陽性菌が分離された。

増菌培養液を用いた PCR では 2 検

体から cpe が検出され、さらにそ

の 1 検体（加熱処理）から cpe 陽性菌

が分離された（表２）。  

[６ ]k 川砂からの分離成績  

 K 水系のカキを採取した周辺の

川砂を干潮時に採取し、ウエルシ

ュ菌の分離を試みた。供試した 3

検体から cpa 陽性菌が分離され、

その 2 検体から cpe 陽性菌が分離

された（表３）。  

 

Ｄ．考察  

今回の調査で、2つの水系のいずれから

も cpa 陽性菌が河川水に広く分布してい

ることが分かった。また、河川水から分離

された cpe 陽性菌は、下流域で分離され

た。今回の調査結果で特筆すべき点は、調

査したすべての下水処理場から排出され

る下水処理水から cpa および cpe 陽性菌

が高い菌数で分離されたことである。河川

水と下水処理水から分離された cpa 陽性

菌の平均菌数を非加熱検体と加熱処理券

体で比較すると、下水処理水のほうが 10

～20 倍高い値を示しており、cpe/cpa が
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3.3～30.0%であったことから、大量の cpe

陽性菌が河川に排出されていることが示

された。従って、下水処理水は cpe 陽性菌

の汚染源の一つであることが強く示唆さ

れた。さらに、cpe陽性菌が下水処理場の

上流でも高頻度に検出されるのは、下水処

理場のある河口付近の河川水が満潮時に

上流に逆行することも関係していると思

われた。 

今回の試験の採水地点 1（図１）は、山

間部にある清流で、河川の上流には人が生

活していないことから、cpe陽性菌の汚染

源がないか、ごく少ない可能性が高い。河

川水は常時上流から下流に大量の水が流

れていることから、連続して大量のウエル

シュ菌が河川に流入していなければ、河川

水で希釈され、菌の分離頻度は低くなると

考えられる。定点観測地点では、cpaおよ

び cpe 陽性菌は高頻度に分離される一方、

季節的な変動傾向等は認められなかった。

定点観測地点は潮流の影響を受ける位置

にあり、上述した潮流による cpe陽性菌の

分離成績に影響を与えた可能性も考えら

れた。 

下水処理水以外の汚染源として、家畜や

野生動物の腸管内に生息するウエルシュ

菌が考えられるが、令和 5 年度に、家畜

（牛、豚、鶏）の腸内容物から cpe 陽性菌

の分離を試みたが、全く分離されなかった。 

また、採水ポイント 7（図１）は、大規模

養豚場の下流であったが、分離されたのは

cpa陽性菌のみだった。従って、少なくと

も家畜由来の汚染はごく限られていると

考えられた。 

M 市は下水道のインフラ整備が進んで

いるが、町村レベルでは簡易浄化槽による

処理を行っている場合も依然として認め

られる。K水系には下水処理場からの排水

は放流されていないことから、簡易浄化槽

を含めた他の汚染源が存在することを示

唆している。今回は簡易浄化槽からの排水

を検査しておらず、cpe陽性菌の汚染の程

度は明らかでないが、cpe 陽性菌の調査は

今後の課題である。 

cpe 陽性菌の栄養型と芽胞がどの程度

の期間生存できるかを調べたところ、栄養

型では速やかに死滅し、栄養型から芽胞形

成への移行も認められなかった。さらに、

芽胞であっても河川水中では長期間生残

しないことから、河川から分離されるウエ

ルシュ菌は、常時汚染源から河川水に排出

されていると考えられた。 

さらに、河口のカキおよびカキを採取し

た周辺の川砂から cpe陽性菌が分離・検出

されたことから、河川水や川砂のウエルシ

ュ菌が貝類に取り込まれ、保菌される可能

性が示唆された。これらの結果は、食品の

汚染実態調査で貝類から cpe 陽性菌が分

離された汚染経路を裏付けるものとなっ

た。 

今後は、河川水および下水処理水から分

離された cpe 陽性菌株の分子生物学的手

法を用いた系統解析を行い、ヒト、食品、

環境由来株との関連性を調べる必要があ
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るが、下水処理水から分離された cpe陽性

菌がヒトの腸管に由来する可能性がある

場合には、ウエルシュ菌食中毒の対策とし

ては、下水処理場での cpe 陽性菌の殺菌処

理や調理従事者の検便も含めた衛生対策

が必要となる。 

 

E.結論  

cpe陽性菌は、河川の下流域に広く分布

していた。下水処理水は本菌の汚染源の一

つであることが強く示唆され、貝類などの

食品への汚染源となる可能性がある。 

 

Ｆ．健康危険情報  

なし  

 

Ｇ．研究発表  

なし  

  

Ｈ．知的財産権の出願・登録状  

なし
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図１ O水系の採水ポイント 

 

★定点観測地点 
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図２ K水系の採水ポイント 
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図３ 調査した下水処理場の位置 
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図４ O水系の各採水ポイントにおけるウエルシュ菌の分離菌数と cpe陽性菌の分離頻度 
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表１ K水系の河川水からのウエルシュ菌の分離と cpe 陽性菌の分離頻度 
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図５ 定点観測地（水ポイント 10）におけるウエルシュ菌の分離と cpe陽性菌の分離頻度 
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図６ 下水処理場からの排水中のウエルシュ菌の分離菌しいと cpe 陽性菌の分離頻度 
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図７ cpe陽性菌（栄養型）の河川水中で生存性 

 

   採水ポイント 10の河川水をろ過滅菌して cpe 陽性菌（栄養型）を懸濁。 

   20℃、好気条件下で静置した菌液 50ml 中の生菌数をフィルター法で測定。 
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図８ cpe陽性菌（芽胞）の河川水中での生存性 

 

採水ポイント 10の河川水をろ過滅菌して cpe陽性菌（芽胞）を懸濁。 

      20℃、好気条件下で静置した菌液 50ml 中の生菌数をフィルター法で測定。 
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表２ K水系河口のカキからの cpe 陽性菌の分離 
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表 3 K水系河口の川砂からの cpe陽性菌の分離 

 

 

  



34 

 

 



35 

 

令和６年度 厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

ウエルシュ菌食中毒の制御のための検査法の開発 
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研究代表者 大西 貴弘 国立医薬品食品衛生研究所 

 

分担研究報告書 

ウエルシュ菌食中毒の制御のための検査法の開発及び汚染実態把握のための研究 

研究分担者 岡部 信彦  川崎市健康安全研究所  
  

研究要旨 

ウエルシュ菌は芽胞を形成するため、調理時の加熱によって発芽し、嫌気状態に

なった食品中で急速に増殖する。このようなウエルシュ菌の特性から、調理後の冷

却が緩慢になりがちな大規模調理施設でウエルシュ菌食中毒が発生する傾向が認め

られている。本菌による食中毒は依然発生が続いており、令和 6 年の発生件数は増

加傾向が認められた。この原因として、エンテロトキシン産生ウエルシュ菌の汚染

食品が明らかになっていないことが挙げられる。そこで、エンテロトキシン産生性

ウエルシュ菌の汚染実態調査を実施し、これまでに、令和 4 年度は、カレー粉・香

辛料 37 検体、乾物 13 検体等計 115 検体について調査し、カレー粉・香辛料 1 検

体(0.9%)よりエンテロトキシン産生性ウエルシュ菌を分離した。令和 5 年度は、ウ

エルシュ菌分離率の高かった乾物を中心に 100検体について調査を行い、煮干し 1検

体、そば粉 1 検体よりエンテロトキシン産生性ウエルシュ菌を分離した。今年度は

昨年度に引き続き、ウエルシュ菌の分離率の高かった乾物を中心に 97 検体について

調査を行った。その結果、煮干し 28 検体中 5 検体(17.9％)からウエルシュ菌が、そ

のうち 1 検体からエンテロトキシン産生性ウエルシュ菌が分離された。また、素干

しエビ 16 検体中 7 検体(43.8%)からウエルシュ菌が、そのうち 1 検体から、エンテ

ロトキシン産生性ウエルシュ菌が分離された。今年度も煮干しからエンテロトキシ

ン産生性ウエルシュ菌が分離されたことから、煮干しを原材料としただしを、大量

に調理し、放置した場合にはエンテロトキシン産生性ウエルシュ菌が増殖する可能

性が考えられた。 

また、今年度は、分担研究 3 年目であり、これまでのウエルシュ菌汚染実態調査の

結果をもとに、川崎市保健所職員を対象に「ウエルシュ菌食中毒に対する予防対策に

ついて」の研修会を開催した。 
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Ａ．研究目的 

ウエルシュ菌食中毒はグラム陽性桿菌 

Clostridium perfringens によって引き

起こされる食中毒である。ウエルシュ菌

は芽胞を形成するため、調理時の加熱に

よって発芽し、加熱によって嫌気状態に

なった食品中で急速に増殖する。このた

め、調理後、食品を急速に冷却すること

がウエルシュ菌の増殖を抑制し、食中毒

を予防するのに重要である。こういった

ウエルシュ菌の特性から、調理後の冷却

が緩慢になりがちな大規模調理施設でウ

エルシュ菌食中毒が発生する傾向が認め

られている。我が国では HACCP に沿った

管理が義務付けられてから、3 年近く経

過しようとしている。しかしながら本菌

による食中毒は依然発生が続いており、

減少の傾向が認められない。また、令和

6 年の発生件数は例年に比べ増加傾向が

認められる（図 1）。この原因として、エ

ンテロトキシン産生性ウエルシュ菌の主

たる汚染食品が明らかになっていないこ

とが挙げられる。ウエルシュ菌は多くの

食品から検出されるが、そのほとんどが

エンテロトキシン非産生株であり、食中

毒の原因となるエンテロトキシン産生株

はほとんど検出されない。これまでにも

ウエルシュ菌の汚染調査が行われてきた

が、エンテロトキシン産生株の主たる汚

染食品は明らかになっていない。また、

ウエルシュ菌食中毒では、原因食品が特

定できない事例が多く、さらに、各飲食

店でウエルシュ菌の増殖を抑えるための

適切な調理が行われているかどうかの実

態も明らかになっていない。これらのこ

とから、ウエルシュ菌食中毒の発生を防

止できないことの一因として、保健所に

よる飲食店等への指導に役立つ基礎的な

データの不足が、考えられた。このため、

本研究では、大規模な調査を実施し、エ

ンテロトキシン産生性ウエルシュ菌の汚

染実態を明らかにすることを目的とした。 

 令和 4 年度は、カレー・香辛料、乾物、

野菜等 115 検体を調査し、カレー粉１検

体よりエンテロトキシン産生性ウエルシ

ュ菌を検出した。令和 5 年度は、ウエル

シュ菌が多く検出された乾物を中心に

101検体について検査を行い、煮干し 1検

体、そば粉 1 検体よりエンテロトキシン

産生性ウエルシュ菌を分離した。今年度

は昨年度に引き続き乾物について調査を

行った。 

 

Ｂ．研究方法 

[１]検体 

調査に使用した検体は、神奈川県内の

スーパーマーケットおよび小売店で購入

した。検体は購入後、適切な温度で保管

し、24時間以内に試験に供した。 
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[２]検査手順 

検査手順を図 1 に示す。検体 25ｇ

を無菌的にストマッカー袋に採取し

チオグリコール酸塩培地（日水製薬）

を 225 mL 加え、2 分間、ストマッカ

ー処理し、70℃で 20 分間加熱後急冷

した（試料原液）。試料原液は、42℃

で 24 時間、増菌培養を行った。培養

後、培養液からアルカリ熱抽出法で

DNA を抽出した。抽出した DNA をテン

プレートとして、ウエルシュ菌遺伝

子(cpa)及びエンテロトキシン産生性

遺伝子(cpe)同時検出 PCR を行なった。

増菌培養液を 2 枚の CHROM agar 

C.perfringens に塗抹し、37℃、24

時間培養した。CHROM agar に発育し

た赤色コロニーを前述の PCR を行い、

ウエルシュ菌およびエンテロトキシ

ン産生性ウエルシュ菌の同定を行っ

た。エンテロトキシン産生ウエルシ

ュ菌株は DSMO 1mL に懸濁し-80℃で

保管した。 

[３]スクリーニング PCR 

ウエルシュ菌性遺伝子およびエン

テロトキシン産生ウエルシュ菌遺伝

子 の 検 出 は 、 H.S.Guran ら の 方 法

(Letters  in Applied 

Microbiology,2013,57,77-82) に よ

り、マルチプレックス PCR 法で行った。

KOD One PCR Master Mix（TOYOBO）を用

い高速 PCRを実施した（添付資料）。反応

液は、 KOD One PCR Master Mix  

25.0μ L にそれぞれのプライマーを

1.5μL（0.1μM）ずつ、DNA テンプ

レート 5μL、PCR グレードの精製水

14μL を加え、総量 50μL に調整した。

PCR 反応は、98℃、 1 分の反応後、

98℃、10 秒、55℃、5 秒、68℃、1 秒

のサイクルを 30 回繰り返し、最後に

68℃、1 分の反応を行った。反応終了

後 、 PCR 産 物 2 μ L を MultiNA

（SHIMADZU）を用いた電気泳動で特

異的なバンドの有無を調べた。 

 

Ｃ．研究結果 

[１]スクリーニング検査 

汚染実態調査に使用した検体は煮

干し 28 検体、素干しエビ 16 検体、

だしパック 21 検体、そば粉 3 検体、

きくらげ 24 検体、きざみのり 1 検体

干ししいたけ 2 検体，こんぶ 2 検体

の計 97 検体であった（表 1）。 

増菌液から行ったスクリーニング

PCR は 、 煮 干 し 28 検 体 5 検 体

（17.9%）、素干しエビ 16 検体中 7 検

体(43.8%)、そば粉 3 検体中 2 検体

(66.7%)きくらげ 24 検体中 24 検体

（100%）干ししいたけ 2 検体中 1 検

体（50.0％）からウエルシュ菌遺伝

子検出された。また、煮干し１検体

（3.6%）、素干しエビ 1 検体(6.3%)

からエンテロトキシン産生性ウエル

シュ菌遺伝子が検出された（表 1）。 
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［２]菌分離 

増 菌 液 を CHROMagar 

C.perfringens 2 枚に塗抹し、赤色

コロニー10 個を分離し、遺伝子保有

状況をマルチプレックス PCR で確認

した。 

煮干し 28 検体 5 検体（17.9%）、

素干しエビ 16 検体中 7 検体(43.8%)、

だしパック 21 検体中 1 検体（4.8%）、

そば粉３検体中 3 検体(100%)、きく

らげ 24 検体中 24 検体（100%）干し

し い し い た け 2 検 体 中 1 検 体

（50.0％）からウエルシュ菌が分離

された。また、煮干し 1 検体、素干

しエビ 1 検体からエンテロトキシン

産性ウエルシュ菌が分離された（表

1）。エンテロトキシン産生性ウエル

シュ菌が産生された煮干しは国内産、

素干しエビはベトナム産によるもの

であった。 

  

Ｄ．考察 

煮干し 28 検体 5 検体（17.9%）、素

干しエビ 16 検体中 7 検体(43.8%)、

だしパック 21 検体中 1 検体（4.8%）、

そば粉３検体中 3 検体(100%)きくら

げ 24 検体中 24 検体（100%）干しし

いたけ 2 検体中 1 検体（50.0％）から

ウエルシュ菌が分離された。このう

ち、煮干し１検体、素干しエビ１検

体からエンテロトキシン産生性ウエ

ルシュ菌が分離された。また、令和 5

年 度 も 煮干 し 37 検 体 中 15 検 体

(40.5%)検体からウエルシュ菌が分離

され、そのうち、煮干し１検体から

エンテロトキシン産生性ウエルシュ

菌が分離されている。 

このことから、エンテロトキシン産生

性ウエルシュ菌に汚染された煮干しを味

噌汁や煮物等のだしに使用し、大量調理

を行う場合に、不適切な温度管理がされ

ると、同菌の食中毒の原因になりうるこ

とが示唆された。 

今回のような汚染実態調査を実施

することで、原因不明食中毒の原因

食材を推察することが可能となり、飲

食店等へ効果的な指導を行うための基礎

的なデータとなることが示唆された。 

また、初年度実施した増菌液から

のスクリーニング PCR は、検出率が

70.0 % とやや感度の落ちるものであ

ったがであったが、昨年度から使用

したマルチプレックス PCR 試薬(KOD 

One PCR Master Mix)では、令和 5 年度

においては、ウエルシュ菌が陽性と

なった 19 検体中 18 検体(94.7%)でス

クリーニング PCR が陽性となった。今

年度においてもウエルシュ菌が陽性

となった 41 検体中 39 検体(95.1%)で

スクリーニング PCR が陽性となった。

各サイクルの反応時間が短く、感度

がよく、PCR 反応時間が 30 分程度と

短時間で終了するため、本試薬を使

用することで作業効率の向上に非常
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に役立った。 

 

Ｅ．行政関係者向けの研修会開催 

令和 7 年 3 月 4 日（火）川崎市保健

所職員を対象に「食中度予防対策

（ウエルシュ菌を中心に）」について

研修会を zoom 形式にて開催した。公

衆衛生に携わる職員が多数参加した。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

第 45回日本食品微生物学会学術総会 

 「ヒト・食品・環境から分離された cpe

陽性ウエルシュ菌の分子疫学解析」 

(淀谷雄亮) 

第 36回地方衛生研究所全国協議会関東

甲信静細菌部会 

「市販食品におけるウエルシュ菌の汚染

状況について」(小嶋由香) 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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図1 ウエルシュ菌による食中毒事件数(平成27年～令和6年）

 

件 

 



41 

 

 

 

  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　ウエルシュ菌検査手順

検体２５ｇ＋チオグリコレート培地225ｍｌ

70℃、20分間加熱

増菌培養 42℃、24時間

スクリーニングPCR（cpa,cpe)

CHROMagar perfringens

赤色コロニー

コロニーPCR(cpa,cpe)

培地2枚10コロニー以上

図１図２ 
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Multiplex PCR for cpe and cpa 

 

●PCRプライマー 

cpa    GCTAATGTTACTGCCGTTGA  324 bp 

CCTCTGATACATCGTGTAAG 

cpe    GGAGATGGTTGGATATTAGG  233 bp 

    GGACCAGCAGTTGTAGATA 

cpa（アルファ毒素遺伝子） 

cpe（エンテロトキシン遺伝子） 

H.S.Guran らの方法(Letters in Applied Microbiology,2013,57,77-82) 

 

●反応液 

KOD One PCR Master Mix*    25.0 μL 

cpa-F（10μM）             1.5 μL 

cpa-R（10μM）             1.5 μL 

cpe-F（10μM）             1.5 μL 

cpe-R（10μM）             1.5 μL 

H2O     14.0 μL 

Template             5.0 μL 

Total                       50.0μL 

* KOD One PCR Master Mix TOYOBO (#KMM-101) 

 

●プログラム 

98℃ 1 min 

98℃ 30 sec 

55℃  5 sec 

68℃  1 sec 

68℃ 1min 

 

 

×30 
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表1 令和6年度ウエルシュ菌汚染実態調査結果

食品区別 検体数 増菌PCR陽性数(%)
ウエルシュ菌陽性

数（％）

エンテロトキシン産生性

ウエルシュ菌陽性数

（％）

煮干し 28 5(17.9) 5(17.9) 1(3.6)

素干しエビ 16 7(43.8) 7(43.8) 1(6.3)

だしパック 21 0 1(4.8) 0

そば粉 3 2(66.7） 3(100） 0

きくらげ 24 24(100） 24(100） 0

きざみのり 1 0 0 0

干ししいたけ 2 1(50.0) 1(50.0) 0

こんぶ 2 0 0 0

97 39(40.2) 41(42.3) 2(2.1)
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令和６年度 厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

ウエルシュ菌食中毒の制御のための検査法の開発  

及び汚染実態把握のための研究  

研究代表者  大西  貴弘  国立医薬品食品衛生研究所  

 

分担研究報告書  

食品や環境からのウエルシュ菌の検出および分子疫学的解析  

研究分担者  渡辺  麻衣子   国立医薬品食品衛生研究所   
 

研究要旨  

食中毒菌として最も重要な 1 つであるウエルシュ菌について、エンテロトキシン産生

株の主たる汚染食品や、個々の食中毒事例のエンテロトキシン産生株の由来について、

明らかにならないことが多い。そこで本研究では、国産食品でのウエルシュ菌汚染実態

調査および分離菌株の分子疫学解析を実施し、ウエルシュ菌食中毒のリスクが高い食品

の明確化および食中毒原因菌の汚染源を明らかにすることを目的とした検討を行った。

今年度は、これまでの 2年間の調査結果から、エンテロトキシン産生株の分布傾向が強

いと考えられた畑土壌として 25 市販品の国産野菜に付着する土を回収し、菌株分離実

験に供試した。また下水処理場放流水の河川流入域の表層水およびその下流の河川河口

部の底泥を含む水をそれぞれ 1 カ所から採取し、菌株分離実験に供試した。さらに、本

研究班でのこれまでの分離株および過去に分離された食中毒患者由来等の cpe 陽性ウ

エルシュ菌 75株の全ゲノムシーケンスを行い、cgMLSTに基づく分子疫学解析を行った。

その結果、野菜付着土壌、下水処理場放流水の河川流入域表層水および河川河口部の底

部の水いずれからも cpe 陽性の生菌が検出された。また cgMLST の結果、いくつかの食

品や環境由来菌株は食中毒患者由来株と遺伝的に比較的近縁であり、分子疫学的に関連

がある可能性が考えられた。従来、主なウエルシュ菌食中毒の原因と目されてきた肉類

でなく、農作物や海産物を中心とした食品や、畑土壌や水系の環境食品や環境がウエル

シュ菌食中毒原因菌の汚染源や由来となる可能性があり、大規模な菌の収集と分子疫学

解析を今後も継続して検討する必要性が示された。 

研究協力者 

小嶋由香    川崎市健康安全研究所 

淀谷雄亮    川崎市健康安全研究所 

西里恵美莉   川崎市健康安全研究所   

三澤尚明    宮崎大学    
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Ａ．研究目的  

Clostridium perfringens（ウエルシュ

菌）は、ヒトや動物の大腸内常在菌であり、

土壌や下水、河川、海等にも広く分布し、

食肉、魚介類あるいは野菜など多くの食

品を汚染し、世界各国でウエルシュ菌食

中毒を引き起こしている。日本では大規

模な集団発生事例が多く、1件当たりの患

者数が他の細菌性食中毒よりも圧倒的に

多いことから、最も重要な食中毒菌の一

つとして認識されている。 

本菌では食中毒原因菌となりうる株は、

現状ではエンテロトキシン(Clostridium 

perfringens enterotoxin：CPE)産生株の

みが食中毒の原因となると考えられてい

る。エンテロトキシン以外にも、A型から

E 型株で共通して産生する主要な毒素と

して 毒素 (Clostridium perfringens 

enterotoxin：CPA＝ホスホリパーゼ C

遺伝子）があるが、本毒素は溶血性等の

毒性を持つが食中毒発症には直接関与し

ないとされている。食中毒由来株におけ

るエンテロトキシン産生率は 80～90％程

度である一方で、健康な人、動物および自

然界から分離される菌株では 1～2％以下

であり、エンテロトキシン産生株の主た

る汚染食品や、その汚染源は明らかにな

っていない。エンテロトキシン産生株の

食品での分布状況、およびそれらの汚染

源を環境中から検索し明らかにする必要

がある。 

そこで本研究では、大規模な食品の汚

染実態調査を実施し、ウエルシュ菌食中

毒のリスクが高い食品の明確化およびエ

ンテロトキシン産生性ウエルシュ菌の汚

染源を明らかにすることを目的として、

ウエルシュ菌株の分離・収集、および菌株

を用いた分子疫学解析を実施している。

昨年度までの検討では、エンテロトキシ

ン産生遺伝子 （cpe）陽性株は、従来、ウ

エルシュ菌食中毒の原因食品と考

えられてきた肉類からはほとんど検出

されなかった。一方で、海産物およびその

乾物や根菜類、カレー粉等スパイスから

検出された。今年度は、これらの結果を受

け、エンテロトキシン産生株の分布傾向

が強いと考えられた畑土壌として市販国

産野菜に付着する土、下水処理場放流水

の河川流入域の表層水、およびその下流

の河川河口部の底泥からの cpe 陽性菌株

分離を試みた。さらに、本研究班で今年度

までに分離した菌株、および過去に分離

された食中毒患者由来株等を収集して、

全ゲノムシーケンスを行い、cgMLST に基

づく分子疫学解析を行った。これらの成

果を報告する。 

 

Ｂ．研究方法  

[１ ] 菌株分離実験の供試検体  

土付きジャガイモ 14、土付きニンジン

10、土付きエダマメ 1（いずれも国産）の

計 25検体を小売店から購入し、付着する

土を回収した。また、川崎市内の多摩川の

下水処理場放流水の河川流入域の表層水
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およびその下流の河口部の底泥をそれぞ

れ 1 カ所から採取し、菌株分離に供試し

た。 

[２ ] 土壌からの菌分離  

野菜付着土壌の回収重量を計測

した。ストマッカー袋に回収土壌と、

土壌の 9 倍重量の液体チオグリコ

レート培地 (日本製薬株式会社 )を

加え、1 分間ホモジナイズした。こ

れを試料原液とした。試料原液をス

トマッカー袋に入れたまま、ウォー

ターバス中で内部温度 70℃に保持

しつつ 20 分間加温した。その後、

流水急冷しヒートシーラーで密閉

し、アネロパック・ケンキ（株式会

社スギヤマゲン）を用いて 42℃・24

時間嫌気培養し、これを増菌培養液

とした。  

増菌培養液からアルカリ熱抽出

法にて直接 DNA を抽出し、増菌培養

液中の cpe および cpa の保有状況

を確認した。増菌培養液 100 µL を

8 連チューブに分取し、14800 rpm・

10 分間遠心分離を行い、上清を除

去した。沈査に 50 mM NaOH を 85 µL

加え、100℃・ 10 分間サーマルサイ

クラーで加熱した。加熱後 1M Tris-

HCl(pH7.0)を 15 µL 加 え 、 再 び

14800 rpm・10 分間遠心分離を行い、

その上清を DNA 抽出液とした。 DNA

抽 出 液 を テ ン プ レ ー ト と し て 、

Quick Taq HS DyeMix（ TOYOBO）を

用いたマルチプレックス PCR を行

い、cpe および cpa を増幅した。プ

ライマー塩基配列は以下の通りで

ある；multi-cpa-F(5’-GCTAATGTTAC 

TGCCGTTGA-3’ )、multi-cpa-R(5’-

CCTCTGATACATCGTGTAAG-3’)、multi-

cpe-F(5’ -GGAGATGGTTGGATATTAGG-

3’)、multi-cpe-R(5’-GGACCAGCAGTT 

GTAGATA-3’)。PCR サイクルは以下

の通りである；サイクル前熱変性

94℃・2 分→（熱変性 94℃・30 秒、

アニーリング 55℃・ 1 分、伸長反

応 68℃・1 分）×30 サイクル→サイ

クル後伸長反応 68℃・ 5 分。アガ

ロースゲル電気泳動で cpe および

cpa の増幅の有無を判定した。  

さらに CHROMagar C.perfringens

（ CCP；関東化学株式会社）平板培

地上に増菌培養液を平板１枚あた

り１エーゼ量画線塗抹し、37℃・24

時間嫌気培養を行った。CCP 平板上

に形成したオレンジ色のコロニー

を推定ウエルシュ菌とした。推定ウ

エルシュ菌の単コロニーを１シャ

ーレにつき 5～ 30 個ずつ釣菌し、分

離培養用のチオグリコレート寒天

培地に接種し保存用に培養すると

同時に、Quick Taq HS DyeMix にプ

ライマーを加えた PCR ミックスバ

ッファーに菌体を直接懸濁して、上

述の増菌培養液からの cpe および

cpa 検出プロトコルと同様にマルチ
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プレックス PCR を行い（コロニー

PCR 法）、各コロニーの cpe および

cpa 保有状況を判定した。  

[３ ] 水からの菌分離  

 神奈川県川崎市内下水処理場放

流部の多摩川の表層水、およびこれ

より下流の神奈川県川崎市内多摩

川河口部の底泥を含む底付近水の

各 1 カ所から、検体を採取した。水

中に含まれるウエルシュ菌の cpe

陽性株の定量法として、「水道施設

の技術的規準を定める省令」におけ

る「水道における指標菌及びクリプ

トスポリジウム等の検査方法につ

いて」の別添２「嫌気性芽胞菌の検

査方法」（平成 19年 3月 30日）（健水発

第 0330006号）を参照、一部改変し実

施した。河川からの採水試料を 500 

ml 程度、滅菌プラスチックボトル

に採取した。採水試料 100 ml 程度

をストマッカー袋に分取し、75℃で

20 分間加熱後、メンブランフィル

ター法により試料をフィルター１

枚につき 20～ 300 mL 吸引ろ過した。

メンブランフィルターをろ過装置

から外し、気泡が入らないように、

CCP 培地寒天面に密着させた。そこ

に、 CCP 培地を 10 mL 程度重層し固

化させ、さらに同培地を 10 mL 程度

重層した。37℃で 24±2 時間嫌気培

養した。形成されたコロニーを計測、

およびＢ－ [２ ]で上述した cpa・cpe

特異的マルチプレックス PCR を行

い、増幅産物の確認によって菌株の

cpa・ cpe 保有状況を判定した。  

[４ ] 分離株の全ゲノムシーケン

スおよび型別  

 本研究班において昨年度・今年度

に分離した cpe 陽性ウエルシュ菌と

して、食品由来株および川崎市健康

安全研究センターで過去に分離し

た患者由来株の計 75 株を供試した

（表１）。－ 80℃凍結保存菌株をチ

オグリコレート寒天平板に塗抹し

37℃で培養後、平板上で増殖した菌

体を 1 mL の PBS を入れた 2 mL マイ

クロチューブ中に懸濁し、遠心分離

して 集 菌 した 。 PureLink Genomic 

DNA Mini Kit （ Thermo Fisher 

Scientific 株式会社）を用いて、

得られた菌体から DNA 抽出を行った。

これをテンプレートとして、ゲノム

ライブラリを作製し、 i-Seq または

MiSeq(illumina 株式会社 )を用いて

全ゲノムシーケンスを行った。塩基

配 列 解 析 ソ フ ト ウ ェ ア CLC 

Genomics Workbench（ Qiagen 株式会

社 )を用いて出力されたリードのア

センブリを行い、ゲノム DNA 塩基配

列のテキストデータを得た。この配

列データを微生物の遺伝子解析プ

ラットフォーム PubMLST を使用して

データベースと照合し、各菌株の

1431 遺 伝 子 座 そ れ ぞ れ に お い て
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allele のタイプを番号化して割り

当 て た Multilocus sequence 

typing (MLST)を判定して、 allele

プロファイルを得た。これに基づき、

CLC Genomics Workbench を用いて、

Minimum Spanning Tree を作製し、

菌株間の系統関係を推定した。  

 

Ｃ．研究結果  

[１ ] 野菜付着土壌からの cpe 陽

性ウエルシュ菌の分布実態調査  

野菜付着土壌からの cpe 陽性ウエ

ルシュ菌検出結果を表２に示した。

平板で塗抹培養しない増菌培養液

から直接抽出した DNA をテンプレー

トにした PCR では、ジャガイモ土で

は 14 検体中 2 検体（ 14.3％）、ニン

ジン土では 10 検体中 2 検体（ 20.0％）

から cpe が検出された。エダマメ土

1 検体からは非検出であった。増菌

培養液を平板に塗抹培養して分離

されたコロニーでは、ニンジン土で

は 10 検体中 1 検体（ 10.0％）から

cpe が検出された一方で、増菌培養

液からの直接抽出物では cpe が陽性

となった検体を含むジャガイモ土

およびエダマメ土では全検体由来

の全コロニーで cpe は陰性であった。

ニンジン土の cpe 陽性検体において、

CCP平板に生育したコロニー 10個中

3（ 30.0％）で cpe が検出された。昨

年度調査結果における野菜付着土

壌での CCP 平板上の cpe 陽性コロニ

ーの出現頻度と比較すると、ゴボウ

土で 20 個中 15（ 75.0％）、ジャガイ

モ土で 20 個中 1（ 5.0％）、長ネギ土

cpe 陽性検体では 32 個中 1（ 3.1％）

であり、検体間での頻度の変動幅は

大きく、野菜畑土壌中の cpe 陽性株

の出現頻度は様々な要因に影響を

受ける可能性が示された。  

[２ ] 河川で採取した水での cpe

陽性ウエルシュ菌の分布実態調査  

 下水処理場放流部表層水および

河川底泥を含む水での cpe 陽性ウエ

ルシュ菌検出結果を表３に示した。

下 水 処 理 場 放 流 水 の 表 層 水 で は

1,042.5 cfu/L、河川底泥を含む水

では 656.7 cfu/L であった。昨年度

の調査に引き続き、下水処理場放流

水の河川流入部付近の水では cpe 陽

性菌数が下流よりも高い傾向があ

った。また多摩川河川水では、昨年

度調査では表層水から cpe 陽性菌は

検出限界以下であったが、今年度調

査では検出され、川底に近い部位で

は cpe 陽性菌が分布する可能性が示

唆された。  

[３ ] 分離株の全ゲノムシーケン

スおよび分子疫学解析  

 ウエルシュ菌の患者由来株の由

来を検索するため、本研究班におい

て昨年度・今年度に分離した環境お
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よび食品由来、および過去に分離さ

れた患者由来の cpe 陽性ウエルシュ

菌 75 菌株（表１）の、 cgMLST プロ

フ ァ イ ル を 指 標 と し て 作 製 し た

Minimum Spanning Tree を図１に示

した。その結果、患者由来株のみで

構成されたクラスターは存在した

が、今回解析した食中毒事例とは関

連の無い市販食品由来菌株の中で、

食中毒患者由来株と ST が 1431 遺伝

子中 15 個以下（過去の研究より確

認した、同一の集団食中毒事例内で

分離された菌株間での最大の異な

る ST 数）のみ異なる菌株（図１：市

販煮干し由来株 CP-2024-42、市販生

カキ由来株 CP2023-OH-7）、または、

食中毒患者由来株と ST が 1431 遺伝

子中 17 個のみ異なる菌株（図１：

市販そば粉由来株 CP-2024-56-2）が

存在し、同一の集団食中毒事例内で

の菌株間と同程度に、食中毒患者由

来株と類似した allele のタイプを

持つ海産物または乾物食品由来株

が複数存在した。  

 

Ｄ．考察  

 今年度の検討結果から、昨年度に

引き続き、野菜付着土壌および下水

処理水放流部付近や河川において、

cpe 陽性ウエルシュ菌の分布が示さ

れた。これまで 2 年間の検討結果か

ら、日本国内においては、肉類以外

の食品に、食中毒を起こすウエルシ

ュ菌の汚染原因食品として着目す

るべきであること、また河川や海洋

の沿岸部、農作物畑土壌などで菌の

汚染が起こっている可能性が考え

られた。  

 分離株の全ゲノムシーケンスお

よび分子疫学解析の結果、患者由来

株のみで構成されたクラスターは

存在したが、一方で、いくつかの海

産物または乾物食品由来株は食中

毒患者由来株と遺伝的に比較的近

縁であると言え、分子疫学的に関連

がある可能性が考えられた。一方で、

これらの株の由来の偏りや傾向は、

現状のデータセットと解析法では

確認されなかった。これらのことか

ら、食品の種類などによって、ウエ

ルシュ菌食中毒のリスクの偏りや

傾向を把握することはできなかっ

たが、一方で、従来、主なウエルシ

ュ菌食中毒の原因と目されてきた

肉類でなく、農作物や海産物を中心

とした食品や、畑土壌や水系の環境

食品や環境が、ウエルシュ菌食中毒

原因菌の汚染源や由来となる可能

性が十分に残されていると言え、大

規模な菌の収集と分子疫学解析を

今後も継続して検討する必要性が

高いことが示された。すなわち、収

集した分離株のジェノタイピング

や分子系統解析による疫学解析を
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より解像度の高い解析方法によっ

て実施し、菌の動態を疫学的に考察

することによって、ヒトに食中毒を

起こすリスクが高い食品や、食中毒

原因株の汚染源を特定できると考

えられた。  

 

Ｅ．結論  

 今年度は、昨年度に引き続き、野

菜付着土壌および下水処理場放流

水の河川流入域付近表層水やその

下流の河口部底泥を含む水から cpe

陽性ウエルシュ菌株を分離した。こ

のことから、土壌や河川は、農作物

や水産物を栽培・養殖・漁獲する場

において、食品のエンテロトキシン

産生ウエルシュ菌汚染に関連する

可能性があると考えられた。さらに

本研究班で分離した cpe 陽性ウエ

ルシュ菌分離株、および食中毒患者

由来株の分子疫学解析を行った。そ

の結果、いくつかの食品や環境由来

菌株は食中毒患者由来株と遺伝的

に比較的近縁であることが示され

た。従来、主なウエルシュ菌食中毒

の原因と目されてきた肉類でなく、

農作物や海産物を中心とした食品

や、畑土壌や水系の環境が、ウエル

シュ菌食中毒原因菌の汚染源や由

来となる可能性が考えられた。  
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表１ 本研究班で全ゲノムシーケンスを行った cpe 陽性ウエルシュ菌分離株一覧 

No. シーケンスデータサンプル名サンプルの由来

1 CP2023-WA-1-2 下水処理場排水口付近採取の多摩川の表層水

2 CP2023-WA-2-1 下水処理場排水口付近採取の矢上川の表層水

3 CP2023-WA-3-1 多摩川の川底泥を含む水

4 CP2023-WA-3-2 多摩川の川底泥を含む水

5 CP2023-SO-13-1 市販野菜付着土（ゴボウ）

6 CP2023-SO-19-1 市販野菜付着土（ジャガイモ）

7 miyazaki2022-6-4-1 市販しじみ

8 miyazaki2022-6-7-4 市販しじみ

9 miyazaki2022-6-12-1 市販生カキ

10 miyazaki2022-6-13-10 市販あさり

11 miyazaki2022-8-14-2 市販カレーパウダー

12 miyazaki2022-26-1-1 市販しじみ

13 CP2023-OH-1 市販生カキ

14 CP2023-OH-2 市販カレーパウダー

15 CP2023-OH-3 市販チリパウダー

16 CP2023-OH-4 市販カレーパウダー

17 CP2023-OH-5 市販カレーパウダー

18 CP2023-OH-6 市販カレーパウダー

19 CP2023-OH-7 市販生カキ

20 CP2023-OH-8 市販桜エビ

21 CP2023-OH-9 市販たたみいわし

22 K-9-4 鶏分離株

23 K-12-6 鶏分離株

24 K-CLO-011 食中毒分離株

25 A-60 食中毒分離株

26 A-61 食中毒分離株

27 O-1 食中毒患者便

28 O-2 食中毒患者便

29 O-5 牛直腸スワブ

30 O-6 牛直腸スワブ

31 O-8 ヒト糞便

32 O-9 ヒト糞便

33 O-10 ヒト糞便

34 O-12 ヒト糞便

35 O-13 食中毒事例食品（干しシイタケ）

36 O-15 食中毒由来株（詳細不明）

37 O-16 ヒト糞便

38 O-17 ヒト糞便

39 O-18 ヒト糞便

40 O-20 ヒト糞便
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  表１ 本研究班で全ゲノムシーケンスを行った cpe 陽性ウエルシュ菌分離株一覧・続 

No. シーケンスデータサンプル名サンプルの由来

41 W24008 患者便

42 W24010 患者便

43 W24016 患者便

44 W24018 患者便

45 CP2024-WA-4-1 多摩川の川底泥を含む水

46 CP2024-WA-4-5 多摩川の川底泥を含む水

47 CP2024-WA-4-8 多摩川の川底泥を含む水

48 CP2024-SO-35-1 市販野菜付着土（ニンジン）

49 CP2024-WA-5-1 下水処理場排水口付近採取の多摩川の表層水

50 CP2024-WA-5-2 下水処理場排水口付近採取の多摩川の表層水

51 CP2022-DR49-6 市販乾燥小えび

52 miyazaki2022-6-2-10 市販あさり

53 miyazaki2022-8-19-5 市販カレーパウダー

54 miyazaki2022-27-11-8 市販昆布

55 CP2023-WA-1-1 下水処理場排水口付近採取の多摩川の表層水

56 CP-2019-07 発症者

57 CP-2019-09 発症者

58 CP-2019-10 発症者

59 CP-2019-11 発症者

60 hoka35-2023 発症者

61 hoka36-2023 発症者

62 hoka37-2023 発症者

63 hoka38-2023 発症者

64 hoka39-2023 発症者

65 hoka5-2023 発症者

66 hoka7-2023 発症者

67 hoka9-2023 発症者

68 CP-2023-02 発症者

69 CP-2023-56 発症者

70 CP-2016-12 発症者

71 CP-2023-01-20 市販カレーパウダー

72 CP-2022-09 発症者

73 CP-2023-80 市販煮干し

74 CP-2024-42 市販煮干し

75 CP-2024-56-2 市販そば粉

76 CP-2024-94 市販干しえび

77 CP-2022-08 発症者
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食品検体 

cpe遺伝子陽性株 

検出法  増菌培養液の

PCR 
 コロニー 

PCR 
  1検体における 

コロニーPCR 

での cpe陽性株数 

（陽性率） 

 

 試験 

検体数 
 陽性検体数 

（陽性率） 
 陽性検体数 

（陽性率） 
  

ジャガイモ土 14  2 (14.3%)  0 (  0.0%)  0/30 (  0.0%)  

ニンジン土 10  2 (20.0%)  1 (10.0%)  3/10 (30.0%)  

エダマメ土 1  0 ( 0.0%)  0 ( 0.0%)  0/30 (  0.0%)  

合計 25   4 (12.0%)  3 (12.0%)   ― 

表２ 野菜付着土壌での cpe 陽性ウエルシュ菌の分布実態調査結果 
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採取場所  cpe陽性株数 

（cfu/L ） 

多摩川 等々力水処理センター放流部 表層水  1,042.5 

多摩川 川崎市川崎区殿町付近 川底泥を含む水  656.7 

表３ 河川水における cpe 陽性ウエルシュ菌の分布実態調査 
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令和６年度 厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

ウエルシュ菌食中毒の制御のための検査法の開発及び  

汚染実態把握のための研究  

研究代表者  大西  貴弘  国立医薬品食品衛生研究所  

 

分担研究報告書  

二枚貝におけるウエルシュ菌の汚染調査  

研究分担者  大島  千尋  国立研究開発法人  水産研究・教育機構   

  

研究要旨  

ウエルシュ菌（Clostridium perfringens）は、芽胞を形成しエンテロトキシンを産

生する偏性嫌気性菌であり、食中毒の原因菌として知られている。特に、原因食品が特

定できない食中毒事例が多く、食中毒発生防除のための基礎データが不足していること

が課題となっている。本研究では、過去の研究において高いウエルシュ菌汚染が明らか

となった二枚貝について、より詳細に汚染実態を把握するため、異なる種類および産地

の二枚貝 62 検体を対象に、ウエルシュ菌およびその毒素産生株（エンテロトキシン産

生ウエルシュ菌）の調査を行った。調査の結果、62検体中 36検体（58.1％）からウエ

ルシュ菌が、うち 4 検体（6.5％）からエンテロトキシン産生ウエルシュ菌が検出され

た。特にムラサキイガイの検出率が高く、また、季節や貝種、産地によって汚染率に差

がみられた。そのほか、PCRによるスクリーニング検査において、ヒオウギガイの一部

検体で偽陰性が生じる可能性が示唆され、検査手法の見直しも課題として浮上した。本

研究は、ウエルシュ菌のリスク評価および食中毒防止対策の基礎資料として有用な知見

を提供するものである。 

 

 

Ａ．研究目的  

ウ エ ル シ ュ 菌 (Clostridium 

perfringens)は、芽胞形成能を持つ偏性嫌

気性の桿菌である。芽胞形成時にエンテロ

トキシンを産生し、ヒトがそのエンテロト

キシンを含む食品を喫食すると、腹痛や下

痢などの食中毒症状が現れる。ウエルシュ

菌を原因とした食中毒は、毎年 1000人ほ

どの患者が報告されており、減少傾向にな

い。多くのウエルシュ菌食中毒事例では原

因となる食事を明らかにできた場合でも、

原因食材を同定できない事例が多く、また

食中毒の原因となるエンテロトキシン産

生株の主たる汚染食品が明らかになって

いないことから、飲食店等へウエルシュ菌

食中毒の発生防止に向けた効果的な指導
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を行うための基礎的なデータが不足して

いる。これが、ウエルシュ菌食中毒の発生

を防止できない一因になっていると考え

られる。そのため、効果的な食中毒発生防

止措置のためには、エンテロトキシン産生

ウエルシュ菌による汚染食品の種類や汚

染経路を明らかにする必要があった。昨年

度までの研究において、畜産物、水産物、

野菜、香辛料におけるウエルシュ菌の大規

模な汚染実態調査が実施された。その結果、

水産物のウエルシュ菌やエンテロトキシ

ン産生ウエルシュ菌汚染率は畜産物や野

菜よりも高いことが明らかとなった。特に、

貝類のエンテロトキシン産生ウエルシュ

菌による汚染率が高かった。そこで本課題

では、二枚貝のウエルシュ菌およびエンテ

ロトキシン産生ウエルシュ菌汚染率を調

査した。異なる産地の二枚貝を一定期間経

時的に調査することで、生産方法や貝種、

産地の違いによる汚染率の違いを明らか

にすることを目標とした。 

 

Ｂ．研究方法  

[１ ]検体  

調査は、アサリ（3検体）、ハマグリ（4

検体）、ヒオウギガイ（7検体）、ホタテガ

イ（28 検体）、ホンビノスガイ（2検体）、

マガキ（2検体）、ムラサキイガイ（16 検

体）を対象とした。ヒオウギガイ、ホタテ

ガイ、ムラサキイガイについては、特定の

生産地から継時的 (5－8月、隔週)にサン

プルを購入し調査に用いた（表１）。これ

らの検体の多くは、生産海域から直接入手

したが一部の検体については神奈川県内

の市場にて購入した。検体は貝がへい死し

ないよう、氷冷もしくは冷蔵下で輸送し試

験に供した。 

[２ ]検査手順  

検査手順を図１に示す。貝を開殻

し、検体の軟体部 25ｇを無菌的に細

断してストマッカー袋に採取した。

ストマッカー袋にチオグリコレー

ト培地（島津ダイアグノスティクス）

を 225 mL 加え、 1 分間、ストマッ

カー処理した。その後、70℃で 20 分

間加熱して急冷したものについて

42℃で 22〜 24 時間、増菌培養を行

なった。培養後、培養液 1 ml を集

菌して上清を取り除き培養液のペ

レットを得た。得られたペレットか

らは、 Nucleo spin tissue kit（タ

カラバイオ）を用いて DNA 抽出し、

以降の PCR 検査に使用した。また、

培養液を CHROMagar perfringens 培

地（ CHROMagar）に画線し、37℃で 24

時間培養した。培養後、ウエルシュ

菌であることを示すオレンジ 色の

コロニーを各検体から 8 個釣菌し、

単離した。単離したコロニーは、チ

オグリコレート培地で培養し、培養

液からペレットを調整した。ペレッ

トからは、 Nucleo spin tissue kit

を用いて DNA を抽出し、以降の PCR

検査に供した。  



 

60 

 

[３ ]エンテロトキシン産生ウエ

ルシュ菌の PCR 検査  

培養液および分離したコロニー

から抽出した DNA を対象に、ウエ

ル シ ュ 菌 の α 毒 素 を コ ー ド す る

CPA 遺伝子（ cpa）およびエンテロ

トキシンをコードする CPE 遺伝子

（ cpe）の有無を確認した。  

cpa および cpe を検出する PCR

は Guran らの方法を参考にして行

っ た 。 (H. S. Guran et. al., 

Letters in Applied Microbiology, 

2013, 57, 77-82)。この PCR で対

象とした遺伝子とそのプライマー

を表２に示す。 PCR は、 200μ L の

反応チューブで行った。反応液は、

Takara Ex Taq Buffer 12.5μ L、

それぞれのプライマー（表２）を

0.2μ M ずつ、 DNA テンプレート  5

μ L から成り、PCR グレードの精製

水で最終容量を 25μ L に調整した。

反応は、95℃、2 分の後、95℃、30

秒、55℃、30 秒、72℃、30 秒のサ

イクルを 30 回繰り返し、最後に

72℃、5 分の反応を行った。反応終

了後、2％のアガロースゲルを用い

た電気泳動に cpa および cpe の増

幅産物と一緒に PCR 産物 5μ L を供

し、 324 bp のバンドが検出された

場合 cpa 陽性、 233 bp のバンドが

検出された場合 cpe 陽性と判定し

た。  

Ｃ．研究結果  

[１ ]貝種別および産地別のウエ

ルシュ菌検出結果  

本研究では、cpa が検出された場

合にその分離株をウエルシュ菌、

cpe が検出された場合にその分離

株をエンテロトキシン産生ウエル

シュ菌と判断した。同様に、増菌培

養液のペレットから cpa が検出さ

れた場合にその検体をウエルシュ

菌陽性、cpe が検出された場合にそ

の検体をエンテロトキシン産生ウ

エルシュ菌陽性と判断した。分離

株もしくは増菌培養液からそれぞ

れの遺伝子が検出された場合、そ

の検体をウエルシュ菌もしくはエ

ンテロトキシン産生ウエルシュ菌

陽性と判定した。  

調査に使用した検体のうち、ア

サリ 2 検体（ 66.7%）、ハマグリ 1

検体（ 25.0%）、ホンビノスガイ 1 検

体（ 50.0%）、マガキ 1 検体（ 50.0%）、

ヒオウギガイ 5 検体（ 71.4%）、ム

ラサキイガイ 14 検体（ 87.5%）、ホ

タテガイ 12 検体（ 42.9%）からウ

エルシュ菌が検出された。また、ヒ

オウギガイ 1 検体（ 14.3%）、ムラ

サキイガイ 2 検体（ 12.5%）、ホタ

テガイ 1 検体（ 3.6%）からエンテ

ロトキシン産生ウエルシュ菌が検

出された（表３）。  

[２ ]ホタテガイおよびムラサキ
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イガイの産地別ウエルシュ菌検出

結果  

複数の産地から一定数以上の検

体を採取したホタテガイおよびム

ラサキイガイにいついて、産地別

にウエルシュ菌およびエンテロト

キシン産生ウエルシュ菌の検出結

果を比較した（表４）。各地のホタ

テガイのウエルシュ菌陽性率は産

地 B が 12.5%（ 1/8）、産地 D が 62.5%

（ 5/8）、産地 I が 20.0%（ 1/5）、産

地 K が 71.4%（ 5/7）であった。エ

ンテロトキシン産生ウエルシュ菌

は産地 B, D, I では検出されなか

ったが、産地 K では 7 検体中 1 検

体から検出され、陽性率は 14.3%で

あった。同様にムラサキイガイの

ウエルシュ菌およびエンテロトキ

シン産生ウエルシュ菌の検出結果

を産地別に比較すると、産地 D お

よび産地 K の陽性率は 87.5%（ 7/8）

であった。エンテロトキシン産生

ウエルシュ菌は産地 D のムラサキ

イガイからは検出されなかったが

産地 K のムラサキイガイからは

25.0%(2/8)の陽性率で検出された。 

[３ ]時期別および産地別のウエ

ルシュ菌検出結果  

一定の期間継続して調査を実施

したホタテガイ、ムラサキイガイ、

ヒオウギガイについて月別のウエ

ルシュ菌およびエンテロトキシン

産生ウエルシュ菌の検出結果を比

較した（表５）。ホタテガイについ

ては出荷前に畜養されている産地

I のデータを除いてまとめた。ホタ

テガイのウエルシュ菌検出結果は、

5 月が 80.0％（ 4/5）、6 月が 66.7%

（ 4/6）、 7 月が 42.9%（ 3/7）、 8 月

が 0%（ 0/5）であった。ホタテガイ

のエンテロトキシン産生ウエルシ

ュ菌は、 5 月に 5 検体中 1 検体

（ 20.0%）から検出され、他の月に

は検出されなかった。ムラサキイ

ガイのウエルシュ菌検出結果は、5

月が 66.7％（ 2/3）、 6 月が 80.0%

（ 4/5）、7 月が 100%（ 5/5）、8 月が

100%（ 3/3）であった。ムラサキイ

ガイのエンテロトキシン産生ウエ

ルシュ菌は、 6, 7 月に 5 検体中 1

検体（ 20.0%）から検出され、他の

月には検出されなかった。ヒオウ

ギガイは 5 月下旬から 8 月上旬ま

で 2 週毎に実施した。その結果、

ウエルシュ菌は、5 月下旬から 7 月

下旬まで検出され、エンテロトキ

シン産生ウエルシュ菌は 6 月上旬

の検体から検出された。  

[４ ]同じ海域で生産されたホタ

テガイとムラサキイガイのウエル

シュ菌検出結果  

本課題では、産地 D および産地

K のサンプルにおいて、同一の海域

で生産されたホタテガイとムラサ
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キイガイを調査したため、それら

のウエルシュ菌およびエンテロト

キシン産生ウエルシュ菌の検出結

果を比較した（表６）。産地 D の検

体は 5 月上旬から８月下旬にかけ

て 8 回調査を実施し、 4 回は両貝

から、1 回はホタテガイのみから、

3 回はムラサキイガイのみからウ

エルシュ菌が検出された。ムラサ

キイガイのみからの検出は 7 月下

旬から 8 月下旬に集中していた。

産地 D の検体からはエンテロトキ

シン産生ウエルシュ菌は検出され

なかった。産地 K の検体は 5 月上

旬から 8 月下旬にかけて 7 回調査

を実施し、5 回は両貝から、2 回は

ムラサキイガイのみからウエルシ

ュ菌が検出された。ホタテガイか

らのみ検出されることはなかった。

エンテロトキシン産生ウエルシュ

菌は、ホタテガイのみから検出さ

れたことが 1 回、ムラサキイガイ

のみから検出されたことが 2 回あ

った。  

[５ ]増菌培養液の PCR 結果とウ

エルシュ菌分離結果の比較  

チオグリコレート培地を増菌培

養した後の集菌ペレットについて

ウエルシュ菌およびエンテロトキ

シン産生ウエルシュ菌の検出 PCR

を行い、分離株の調査結果と比較

した（表７）。ウエルシュ菌の検出

結果について、増菌培養液と分離

株の PCR 結果が異なったケースは

全部で 10 件あり、そのうち 1 件は

増菌培養液が陽性であるのにウエ

ルシュ菌が分離されなかった。こ

れはムラサキイガイの調査であっ

た。残りの 9 件はウエルシュ菌が

分離されているものの増菌培養液

の PCR 結果はウエルシュ菌陰性を

示した。9 件の検体の内訳は、ヒオ

ウギガイ 5 件、ホタテガイ 3 件、

ムラサキイガイ 1 件であった。エ

ンテロトキシン産生ウエルシュ菌

の検出結果について、増菌培養液

と分離株の PCR 結果が異なったケ

ースは全部で 2 件あり、それらは

増菌培養液の PCR 結果はエンテロ

トキシン産生ウエルシュ菌陽性を

示したものの、エンテロトキシン

産生ウエルシュ菌を分離できなか

った。2 件は、ホタテガイおよびム

ラサキイガイが 1 件ずつであった。 

 

Ｄ．考察  

今年度調査を行った 62 検体の二

枚貝のうち、36 検体からウエルシュ

菌が検出され、多くの二枚貝がウエ

ルシュ菌に汚染されていることが

明らかになった。また、ヒオウギガ

イ、ムラサキイガイ、ホタテガイか

らエンテロトキシン産生ウエルシ

ュ菌が検出されており、これらの貝
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種がエンテロトキシン産生ウエル

シュ菌に汚染されることがあると

明らかになった。よって、調理方法

によってはこれらの貝種がウエル

シュ菌食中毒の原因となる可能性

が示された。  

ホタテガイのウエルシュ菌検出

結果を産地別に比較すると、産地 B、

I の検出率が低く、産地 D および K

の検出率が高かった。貝類が生息す

る海水中にウエルシュ菌が存在す

ると、貝が海水を取り込む際にとも

に体内に取り込まれると考えられ

るが、本研究の結果、産地により汚

染率が異なっていることから、貝の

生産海域によりウエルシュ菌汚染

度合いに差があり、それが貝のウエ

ルシュ菌検出率の違いにつながっ

た可能性が考えられた。また、産地

Ｉのホタテガイは出荷前に畜養さ

れていることから、その間にウエル

シュ菌が貝内から排出されている

可能性も考えられた。ムラサキイガ

イについては、ホタテガイでもウエ

ルシュ菌汚染率の高かった産地 D

および産地 K の検体を調査対象と

したことから、ウエルシュ菌汚染率

が高くなったと考えられた。  

5 月から 8 月の調査期間中、一定

数以上の検体を集められた貝種に

ついては、月別にウエルシュ菌の検

出率を比較した。その結果、ホタテ

ガイにおいては 5 月の検出率をピ

ークに徐々に減少し、8 月になると

ウエルシュ菌が検出されなくなっ

た。エンテロトキシン産生ウエルシ

ュ菌についても 5 月の検体からの

み検出されていた。このことから、

ホタテガイにおいては一度ウエル

シュ菌を取り込んだ場合でも成長

もしくは季節変化によりウエルシ

ュ菌が排出される可能性が考えら

れた。ムラサキイガイにおいては、

5 月のウエルシュ菌検出率が最も低

く、徐々に増加して 7, 8 月はすべ

ての検体からウエルシュ菌が検出

された。このことから、ムラサキイ

ガイはホタテガイとは異なり、一度

貝内に取り込まれたウエルシュ菌

が排出されにくく、蓄積されていっ

た可能性が考えられた。ヒオウギガ

イについては、5 月下旬から 7 月下

旬にかけて検出されていたものの 7

月末および 8 月下旬には検出され

なかったことから、ホタテガイのよ

うに季節変化や成長過程により汚

染されたウエルシュ菌が排出され

た可能性が考えられた。  

本課題では産地 D および産地 K の

ホタテガイ、ムラサキイガイについ

て同一の海域で生産されたものを

検体とした。そのため、同一日に同

一海域から採取した 2 種について

ウエルシュ菌検出結果を比較した。
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産地 D においては、7 月上旬までは

両貝からウエルシュ菌が検出され

ることが多く、7 月下旬以降はムラ

サキイガイのみからウエルシュ菌

が検出されることが多かった。産地

K においても、調査期間の後半にム

ラサキイガイのみからウエルシュ

菌が検出されるケースが散見され

たことから、同一の海域で生産され

た貝であっても貝種によってウエ

ルシュ菌汚染度には差があること

が明らかとなった。また、夏に向け

てホタテガイからはウエルシュ菌

が排出され、ムラサキイガイのウエ

ルシュ菌はそのまま保持される傾

向にあることが示唆された。  

チオグリコレート培地の増菌液

を cpa および cpe の PCR に供しウ

エルシュ菌およびエンテロトキシ

ン産生ウエルシュ菌のスクリーニ

ングを行った結果と、各分離株の検

出状況を比較した。その結果、特に

ヒオウギガイを対象とした試験に

おいて、増菌培養液のスクリーニン

グ PCR 検査が陰性を示すのにウエ

ルシュ菌が分離されるケースが多

かった。この結果から、ヒオウギガ

イにおいては PCR スクリーニング

の結果が偽陰性になることが多く、

ヒオウギガイの成分が PCR を阻害

している可能性が示唆された。その

ため、本課題で用いた方法でスクリ

ーニング検査を行う場合には、 DNA

抽出や PCR に使用する試薬、PCR 条

件について検討する必要があると

言えた。  

 

Ｅ．結論  

 本年度から、二枚貝のみを対象と

したウエルシュ菌およびエンテロ

トキシン産生ウエルシュ菌の汚染

調査を実施した。調査に用いたすべ

ての貝種からウエルシュ菌が、一部

の貝種からエンテロトキシン産生

ウエルシュ菌が検出されているこ

とから、二枚貝はこれらに汚染され

る可能性があると明らかになった。

月別、産地別の調査結果から、時期

や貝種、産地によってウエルシュ菌

汚染率が異なることも明らかとな

り、本研究の成果が今後の二枚貝の

ウエルシュ菌汚染防除を検討する

際に重要な知見になりうると考え

られた。  

 

Ｆ．健康危険情報  

なし  

 

Ｇ．研究発表  

なし   

  

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

なし
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サンプル 検体数 生産地域 

アサリ 3 A, F 

ハマグリ 4 C, G 

ヒオウギガイ 7* E 

ホタテガイ 28* B, D, I, K 

ホンビノスガイ 2 G 

マガキ 2 D, J 

ムラサキイガイ 16* D, K 

 

*特定の産地から継続して購入 

 

 

  

表１ 調査した検体の詳細 
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標的遺伝子 配列（5’→3’） 増幅産物サイズ（bp） 

cpa 
GCTAATGTTACTGCCGTTGA 

324 
CCTCTGATACATCGTGTAAG 

cpe 
GGAGATGGTTGGATATTAGG 

233 
GGACCAGCAGTTGTAGATA 

 

 

  

表２ cpa/cpe検出プライマー 
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サンプル 
ウエルシュ菌陽性（cpa陽性） 

エンテロトキシン産生 

ウエルシュ菌陽性（cpe陽性） 

陽性率(％) 陽性率(検体数) 陽性率(％) 陽性率(検体数) 

アサリ 66.7 2/3 0 0/3 

ハマグリ 25.0 1/4 0 0/4 

ホンビノスガイ 50.0 1/2 0 0/2 

マガキ 50.0 1/2 0 0/2 

ヒオウギガイ 71.4 5/7 14.3 1/7 

ムラサキイガイ 87.5 14/16 12.5 2/16 

ホタテガイ 42.9 12/28 3.6 1/28 

表３ 貝種別ウエルシュ菌検出結果 
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産地 
ウエルシュ菌陽性（cpa陽性） 

エンテロトキシン産生 

ウエルシュ菌陽性（cpe陽性） 

陽性率(％) 陽性率(検体数) 陽性率(％) 陽性率(検体数) 

B 12.5 1/8 0 0/8 

D 62.5 5/8 0 0/8 

I 20.0 1/5 0 0/5 

K 71.4 5/7 14.3 1/7 

 

 

産地 
ウエルシュ菌陽性（cpa陽性） 

エンテロトキシン産生 

ウエルシュ菌陽性（cpe陽性） 

陽性率(％) 陽性率(検体数) 陽性率(％) 陽性率(検体数) 

D 87.5 7/8 0 0/8 

K 87.5 7/8 25.0 2/8 

 

 

  

表４ ホタテガイおよびムラサキイガイの産地別ウエルシュ菌検出結果 

a. ホタテガイの産地別ウエルシュ菌検出結果 

b. ムラサキイガイの産地別ウエルシュ菌検出結果 
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採取月 
ウエルシュ菌陽性（cpa陽性） 

エンテロトキシン産生 

ウエルシュ菌陽性（cpe陽性） 

陽性率(検体数) 陽性率(％) 陽性率(検体数) 陽性率(％) 

5月 4/5 80.0 1/5 20.0 

6月 4/6 66.7 0/6 0 

7月 3/7 42.9 0/7 0 

8月 0/5 0 0/5 0 

 

 

 

 

 

時期 
ウエルシュ菌陽性

（cpa陽性） 

エンテロトキシン産生 

ウエルシュ菌陽性（cpe陽性） 

5月下旬 + ND 

6月上旬 + + 

6月下旬 + ND 

7月上旬 + ND 

7月下旬 + ND 

7月末 ND ND 

8月下旬 ND ND 

 

  

採取月 
ウエルシュ菌陽性（cpa陽性） 

エンテロトキシン産生 

ウエルシュ菌陽性（cpe陽性） 

陽性率(検体数) 陽性率(％) 陽性率(検体数) 陽性率(％) 

5月 2/3 66.7  0/3 0  

6月 4/5 80.0 1/5 20.0  

7月 5/5 100  1/5 20.0  

8月 3/3 100  0/3 0  

表５ ホタテガイ、ムラサキイガイおよびヒオウギガイの時期別ウエルシュ菌検出結果 

a. ホタテガイの時期別ウエルシュ菌検出結果（産地 B, D, Kのまとめ） 

b. ムラサキイガイの時期別ウエルシュ菌検出結果 

 

c. ヒオウギガイの時期別ウエルシュ菌検出結果 
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産地 採取月 ウエルシュ菌陽性（cpa陽性） 
エンテロトキシン産生 

ウエルシュ菌陽性（cpe陽性） 

D 5月上旬 〇 - 

D 5月下旬 ホタテガイのみ - 

D 6月上旬 〇 - 

D 6月下旬 〇 - 

D 7月上旬 〇 - 

D 7月下旬 ムラサキイガイのみ - 

D 8月上旬 ムラサキイガイのみ - 

D 8月下旬 ムラサキイガイのみ - 

K 5月下旬 〇 ホタテガイのみ 

K 6月上旬 〇 ムラサキイガイのみ 

K 6月下旬 〇 - 

K 7月上旬 ムラサキイガイのみ ムラサキイガイのみ 

K 7月上旬 〇 - 

K 7月下旬 〇 - 

K 8月下旬 ムラサキイガイのみ - 

 

〇：両貝から検出 

-: 両貝とも非検出 

  

表６ 同じ海域で生産されたホタテガイ、ムラサキイガイの時期別ウエルシュ菌検出結果 
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  増菌培養液陽性 増菌培養液陰性 

分離株陽性 27検体 9検体 

分離株陰性 1検体 26検体 

 

 

 

  増菌培養液陽性 増菌培養陰性 

分離株陽性 2検体 0検体 

分離株陰性 2検体 59検体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表７ 増菌培養液の PCR結果と分離菌 PCR結果の比較 

a. ウエルシュ菌（cpa陽性）結果 

b. エンテロトキシンウエルシュ菌（cpe陽性）結果 
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図１ ウエルシュ菌検査手順 
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                              機関名 川崎市健康安全研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名  三﨑貴子       
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  食品の安全確保推進研究事業                                         

２．研究課題名  ウエルシュ菌食中毒の制御のための検査法の開発及び汚染実態把握のための研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 川崎市健康安全研究所 参与                                

    （氏名・フリガナ）    岡部
オカベ

信彦
ノブヒコ

                              

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年３月３１日 
厚生労働大臣   殿 

                                                                                            
                                      
                              機関名 国立医薬品食品衛生研究所 
 
                      所属研究機関長 職 名 所長 
                                                                                      
                              氏 名 本間 正充         
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  食品の安全確保推進研究事業                                          

２．研究課題名  ウエルッシュ菌食中毒の制御のための検査法の開発及び汚染実態把握のための研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 衛生微生物部・第三室長                     

    （氏名・フリガナ） 渡辺 麻衣子・ワタナベ マイコ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年５月９日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
 
                           機関名 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 

 
                    所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                            氏 名  中山 一郎            

 
   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名   令和６年度 厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）                                 

２．研究課題名   ウエルシュ菌食中毒の制御のための検査法の開発及び汚染実態把握のための研究                                 

３．研究者名  （所属部署・職名）  水産技術研究所 環境・応用部門                

            水産物応用開発部安全管理グループ・研究員                               

    （氏名・フリガナ）  大島千尋・オオシマチヒロ                           

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


